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近
代
日
本
研
究
第
二
十
九
巻

(

二
〇
一
二
年)

論
説

近
代
地
方
行
政
組
織
に
お
け
る
公
文
書
管
理

山
口
県
の
郡
役
所
を
事
例
と
し
て

丑

木

幸

男

は
じ
め
に

近
代
日
本
は
中
央
集
権
国
家
体
制
が
強
固
で
あ
っ
た
と
い
う
イ
メ
ー
ジ
が
先
行
し
、
近
代
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
も
、
政
府
の
公

文
書
管
理
方
法
を
都
道
府
県
、
郡
、
市
町
村
が
受
容
し
て
、
上
か
ら
下
へ
公
文
書
管
理
方
法
が
整
備
さ
れ
た
と
思
い
込
ん
で
い
た

傾
向
が
あ
る
。
都
道
府
県
に
よ
っ
て
も
公
文
書
管
理
方
法
は
異
な
る
の
だ
か
ら
、
公
文
書
と
ひ
と
く
ち
に
い
っ
て
も
、
レ
ベ
ル
の

異
な
る
行
政
体
に
よ
り
そ
の
管
理
方
法
は
異
な
る
の
は
い
う
ま
で
も
な
い

(

１)

。

政
府
、
都
道
府
県
、
郡
、
市
町
村
と
レ
ベ
ル
が
異
な
る
行
政
体
の
公
文
書
管
理
の
相
互
影
響
と
相
違
点
を
検
討
し
、
公
文
書
に

よ
る
統
治
を
実
現
し
た
近
代
公
文
書
体
系
の
実
態
を
解
明
す
る
こ
と
が
最
近
関
心
を
持
っ
て
い
る
わ
た
し
の
研
究
課
題
で
あ
る
。

近
代
日
本
の
公
文
書
体
系
形
成
の
検
討
を
通
し
て
、
そ
れ
を
作
成
・
蓄
積
し
て
行
政
情
報
を
管
理
し
た
行
政
の
特
質
を
解
明
す
る
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視
点
を
切
り
開
く
こ
と
が
可
能
で
あ
ろ
う
。
さ
ら
に
公
文
書
と
私
文
書
と
を
総
合
し
た
近
代
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
検
討
が
望
ま
れ
る

(

２)

。

近
代
ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
研
究
の
課
題
は
山
積
し
て
い
る
が
、
府
県
と
町
村
と
の
中
間
行
政
機
関
で
あ
っ
た
郡
役
所
に
お
け
る
文
書

管
理
方
法
の
変
化
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
課
題
の
一
端
に
せ
ま
り
た
い
。

郡
役
所
は
明
治
一
一
年

(

一
八
七
八)

の
郡
区
町
村
編
制
法
に
よ
り
設
置
さ
れ
、
同
二
三
年

(

一
八
九
〇)

に
郡
制
が
公
布
さ

れ
、
府
県
ご
と
に
施
行
し
、
同
三
二
年

(

一
八
九
九)

に
郡
制
を
改
正
し
て
全
府
県
で
施
行
し
、
大
正
一
二
年

(

一
九
二
三)

に

郡
制
廃
止
、
同
一
五
年

(

一
九
二
六)

に
郡
役
所
廃
止
、
そ
の
結
果
郡
役
所
文
書
は
一
部
が
府
県
庁
へ
引
き
継
が
れ
た
が
、
お
お

か
た
は
廃
棄
さ
れ
た
。
郡
役
所
文
書
が
六
四
機
関
に
保
存
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
、
秋
田
、
群
馬
、
三
重
、
奈
良
、
京
都
、

島
根
、
山
口
、
大
分
、
熊
本
、
宮
崎
、
佐
賀
な
ど
各
府
県
郡
役
所
文
書
の
事
例
が
検
討
さ
れ
、
研
究
が
進
展
し
は
じ
め
て
い
る

(

３)

。

本
稿
で
は
山
口
県
に
お
け
る
郡
役
所
文
書
管
理
に
つ
い
て
、
県
庁
・
町
村
役
場
の
文
書
管
理
形
態
と
比
較
し
な
が
ら
、
公
文
書

体
系
形
成
過
程
を
検
討
す
る
。

す
で
に
、
山
口
県
の
郡
役
所
文
書
に
つ
い
て
は
山
崎
一
郎
氏
の
研
究

(

４)

が
あ
る
。
近
代
に
な
っ
て
設
置
さ
れ
た
行
政
組
織
で
あ
る

郡
役
所
へ
の
近
世
文
書
引
継
、
郡
役
所
文
書
の
管
理
形
態
お
よ
び
郡
役
所
廃
止
後
の
県
庁
へ
の
引
き
継
ぎ
と
保
存
が
明
ら
か
に
さ

れ
た
が
、
郡
役
所
文
書
管
理
方
法
の
変
化
、
府
県
・
町
村
の
公
文
書
管
理
形
態
と
の
比
較
検
討
は
不
充
分
で
あ
る
。

一
、
県
庁
の
文
書
管
理

山
口
県
庁
の
公
文
書
管
理
に
つ
い
て
は
、
明
治
一
〇
年

(

一
八
七
七)
に

｢

第
一
課
記
録
編
輯
規
則｣

｢

記
録
整
理
手
続
書

(

５)｣

を
設
け
た
。
県
庁
文
書
の
管
理
・
編
纂
方
法
を
定
め
た
こ
と
が
判
明
す
る
最
初
の
規
定
で
あ
り
、
次
い
で
同
一
七
年(

一
八
八
四)
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に
は
主
務
課
保
管
文
書
の
目
録
を
記
録
掛
に
送
付
す
る
こ
と
を
定
め
た
。
原
文
書
は
主
務
課
が
そ
れ
ぞ
れ
に
分
散
管
理
し
た
が
、

記
録
掛
が
文
書
目
録
を
収
集
す
る
こ
と
に
よ
り
県
庁
文
書
の
情
報
を
管
理
し
た

(

６)

。

さ
ら
に
、
明
治
一
九
年

(

一
八
八
六)

四
月
に

｢

山
口
県
庁
部
課
職
制
章
程
并
規
程｣

を
設
け
た

(

７)

。
こ
れ
は

｢

部
課
職
制｣

｢

部
課
事
務
章
程｣

｢

県
庁
規
程｣

か
ら
構
成
さ
れ
、｢

部
課
職
制｣

は
県
庁
組
織
と
そ
の
事
務
分
掌
、｢

部
課
事
務
章
程｣

は
県
庁

の
う
ち
整
理
部
、
庶
務
課
、
勧
業
課
、
衛
生
課
、
学
務
課
、
会
計
課
、
兵
事
課
の
各
事
務
章
程
で
あ
る
。｢

県
庁
規
程｣

に
は

｢

官
吏
心
得｣

｢

宿
直
心
得｣

｢

文
書
取
扱
例｣

｢

文
書
例
式｣

を
含
ん
だ
。｢

整
理
部
事
務
章
程｣

に

｢

整
理
部
ハ
調
査
職
務
記
録

及
公
文
ノ
往
復
ヲ
掌
リ
左
ノ
四
科
ヲ
以
テ
其
主
管
ヲ
分
ツ

調
査
科

職
務
科

記
録
科

往
復
科｣

と
規
定
し
、
そ
の
う
ち
整

理
部
記
録
科
の
事
務
分
掌
を
次
の
一
一
件
と
規
定
し
た
。

第
一
条

勅
令
閣
省
令
其
他
達
書
指
令
書
及
本
県
布
達
達
書
編
纂
保
存
ノ
事

第
二
条

管
内
ノ
布
達
ヲ
主
務
省
ヘ
申
報
ノ
事

第
三
条

庁
中
書
籍
保
管
ノ
事

第
四
条

各
課
署
記
録
類
別
ノ
方
法
ヲ
定
メ
及
其
整
否
検
査
ノ
事

第
五
条

郡
区
役
所
及
戸
長
役
場
ノ
記
録
保
存
ニ
関
ス
ル
事

第
六
条

庁
中
日
誌
編
製
ノ
事

第
七
条

庁
中
記
録
帳
簿
ノ
目
録
編
製
ノ
事

(

以
下
略)

県
庁
文
書
原
本
の
編
纂
・
保
存

(

第
一
条)

、
目
録
編
製

(

第
七
条)

と
と
も
に
、
各
課
署
の
記
録
類
別
方
法
を
定
め
る
権
限

近代地方行政組織における公文書管理
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を
記
録
科
に
与
え

(

第
四
条)

、
記
録
科
が
定
め
た
類
別
方
法
で
県
庁
文
書
を
管
理
す
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
り
、
文
書
管
理
方

法
の
標
準
化
を
は
か
っ
た
と
い
え
よ
う
。

｢
県
庁
規
程｣

の
う
ち
の

｢

文
書
取
扱
例｣

は
五
六
か
条
に
わ
た
っ
て
県
庁
文
書
処
理
法
を
規
定
し
た
。
そ
の
う
ち
完
結
文
書

の
処
理
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
定
め
た
。

第
五
十
条

凡
テ
調
理
済
ノ
文
書
ハ
主
務
掛
ニ
於
テ
毎
事
件
類
別
編
輯
シ
毎
年
三
月
限
リ
前
一
ケ
年
分
ノ
記
録
目
録
ヲ
作
リ

主
務
課
署
長
ニ
差
出
シ
、
課
署
長
ハ
之
ヲ
取
纏
メ
記
録
科
ニ
回
付
ス
ヘ
シ

第
五
十
一
条

記
録
科
ニ
於
テ
前
条
ノ
記
録
目
録
ヲ
受
付
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
目
録
ヲ
記
録
台
帳
ニ
登
記
シ
部
長
ヲ
経
テ
上
局

ノ
一
覧
ニ
供
ス
ヘ
シ

県
庁
文
書
を
各
課
署
で
保
管
し
、
記
録
科
が
定
め
た
一
定
の
方
法
に
よ
っ
て
類
別
編
輯
し
、
主
務
課
が
作
成
し
た｢

記
録
目
録｣

を
回
付
し
、
記
録
科
は
そ
れ
を

｢

記
録
台
帳｣
に
登
録
し
た
。
主
務
課
署
が
県
庁
文
書
を
分
散
管
理
し
た
が
、
県
庁
文
書
の
管
理

方
法
を
統
一
し
、
そ
の
目
録
を
提
出
さ
せ
て
記
録
科
が
県
庁
文
書
の
情
報
を
集
中
管
理
し
た
の
で
あ
る
。

同
年
八
月
二
〇
日
に
達
甲
第
五
号｢

山
口
県
庁
処
務
細
則｣
を
制
定
し
た
。
第
一
章｢

総
則｣

、
第
二
章｢

第
一
部
事
務
分
掌｣

、

第
三
章

｢

第
二
部
事
務
分
掌｣

、
第
四
章

｢

文
書
取
扱｣

、
第
五
章

｢
文
書
例
式｣

の
全
五
章
八
八
条

(

各
章
ご
と
に
条
数
を
改
め

て
い
る)

で
あ
る
。
特
に
第
四
章
は
五
三
か
条
と
条
文
の
半
数
以
上
を
占
め
て
い
る
。
県
庁
組
織
の
う
ち
第
一
部(

第
一
〜
三
課)

、

第
二
部

(

第
一
〜
五
課)

の
処
務
細
則
と
し
た
。
第
一
部
第
三
課
に
庶
務
掛
・
文
書
掛
・
戸
籍
掛
・
逓
信
掛
を
置
き
、
文
書
掛
の

事
務
分
掌
を

｢

法
律
勅
令
閣
省
令
其
他
達
書
指
令
書
及
本
県
布
達
々
書
編
纂
保
存
ノ
事｣

な
ど
二
八
件
を
挙
げ
た
。
完
結
文
書
に
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つ
い
て
は
明
治
一
九
年

｢

県
庁
規
程｣

の
う
ち

｢

文
書
取
扱
例｣

の
規
定
の
う
ち

｢

記
録
科｣

を

｢

記
録
主
任｣

に
改
め
た
以
外

は
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
。

明
治
二
二
年

(

一
八
八
九)

一
二
月
に
全
一
四
条
、
附
則
二
条
の

｢

文
書
保
存
規
則｣

を
制
定
し
た

(

８)

。

｢

記
録
文
書
ハ
後
日
ノ
照
会
ヲ
失
ハ
サ
ル
為
メ
、
厳
重
ニ
保
存
シ
紛
乱
散
佚
ノ
憂
ナ
カ
ラ
シ
ム
ル
ハ
無
論｣

と
記
録
文
書
は
重

要
で
あ
る
が
、｢
文
庫
中
ニ
ハ
多
年
ノ
記
録
文
書
ヲ
堆
積
シ
要
不
要
ノ
区
別
モ
ナ
サ
ス
、
雑
綴
埋
蔵
致
居｣

と
、
文
書
管
理
が
乱

雑
の
た
め
に
文
書
捜
索
に
不
便
で
あ
り
、
将
来
錯
雑
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
の
で
、
保
存
規
則
を
設
定
す
る
こ
と
に
し
た
と
い
う
。

保
存
年
限
を
は
じ
め
て
設
定
し
、
無
期
保
存
、
五
年
保
存
、
一
年
保
存
の
三
種
類
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
区
分
基
準
を
設
け
た

(

第
一
〜
五
条)

。
保
存
年
限
は
起
案
時
に
回
議
用
紙
に
主
任
が
記
載
し
て
提
案
し
た
。
無
期･

五
年
保
存
文
書
は
主
務
掛
が
類
別

編
纂
し
、
巻
首
に
目
録
を
付
し
た
。
二
寸
を
標
準
と
し
て
簿
冊
を
作
成
し
た
。
保
存
文
書
は
主
務
課
が
保
管
し
、
目
録
を
第
一
部

第
三
課
へ
回
付
し
た
。
附
則
で
廃
藩
置
県
以
前
の
古
文
書
は
永
久
保
存
と
し
、
第
一
部
第
三
課
文
書
掛
が
保
存
す
る
と
規
定
し
た
。

明
治
二
三
年

(

一
八
九
〇)

一
二
月
二
二
日
に
地
方
官
官
制
改
正
に
対
応
し
て

｢

山
口
県
庁
処
務
細
則｣

を
改
正
し
た
。
第
一

章

｢

総
則｣

、
第
二
章

｢

事
務
分
掌｣

、
第
三
章

｢
文
書
取
扱｣

、
第
四
章

｢

文
書
例
式｣

の
全
四
章
七
五
条
の
構
成
で
あ
る
。

文
書
担
当
部
局
を
整
理
部
記
録
科
か
ら
内
務
部
第
一
課
記
録
掛
に
変
更
し
、
事
務
分
掌
は
次
の
と
お
り
一
三
件
と
し
明
治
一
九

年
の
規
定
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
。

一

法
律
命
令
及
本
県
令
達
等
編
纂
保
存
ニ
関
ス
ル
事

二

庁
中
書
籍
保
管
ニ
関
ス
ル
事

三

庁
中
記
録
保
存
ノ
方
法
ヲ
定
メ
其
整
否
検
査
ノ
事

近代地方行政組織における公文書管理
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四

郡
市
役
所
及
町
村
役
場
記
録
保
存
ニ
関
ス
ル
事

(

以
下
略)

明
治
二
七
年

(

一
八
九
四)

五
月
に
第
三
章
を

｢

処
務
順
序｣

に
改
正
し
、
そ
れ
以
外
は
ほ
ぼ
従
来
ど
お
り
の
全
四
章
七
六
条

の
構
成
と
し
た

｢

山
口
県
庁
処
務
細
則｣

で
も
、
内
務
部
第
一
課
記
録
掛
の
事
務
分
掌
を
ほ
ぼ
踏
襲
し
た
。

同
時
に
全
二
九
条
の

｢

文
書
保
存
規
程｣

を
定
め
た
。
明
治
二
二
年
の

｢

文
書
保
存
規
則｣

で
規
定
し
た
永
年
・
五
年
・
一
年

の
三
区
分
の
保
存
年
限
を
継
続
し
た
。
永
年
保
存
の
対
象
文
書
を
明
治
二
二
年
の
六
件
か
ら
、
決
議
書
な
ど
県
会
関
係
書
類
を
加

え
て
一
三
件
へ
、
五
年
保
存
が
二
件
か
ら
職
員
出
勤
簿
な
ど
を
加
え
て
五
件
、
一
年
保
存
が
四
件
か
ら
新
聞
紙
な
ど
を
加
え
て
六

件
へ
と
増
加
し
、
区
分
基
準
を
詳
細
に
し
た
。
事
務
経
験
の
蓄
積
に
よ
り
基
準
が
詳
細
に
な
っ
た
の
で
あ
る

(

第
一
条)

。
保
存

年
限
の
区
分
は
起
案
時
に
主
任
が
回
議
用
紙
に
記
載
し
た

(

第
三
条)

。
保
存
年
限
と
類
別
部
目
は
主
務
課
が
定
め

(

第
五
条)

、

類
別
部
目
は
知
事
の
裁
可
を
経
て
記
録
掛
に
通
報
し
た

(

第
六
条)

。
県
庁
文
書
は
各
課
が
保
存
年
限
ご
と
に
編
綴
し
、
年
度
末

に
記
録
掛
に
引
き
継
ぎ

(

第
九
条)

、
さ
ら
に
従
来
各
課
が
保
管
し
て
い
た
原
本
を
記
録
掛
に
同
年
一
〇
月
一
日
を
期
限
と
し
て

引
き
渡
さ
せ

(

第
二
七
条)

、
記
録
掛
が
文
庫
内
で
公
文
書
を
管
理
し
た

(

第
一
二
・
一
三
条)

。
主
務
課
員
の
要
求
に
よ
り
閲
覧

を
許
可
し

(

第
一
二
条)

、｢

郡
市
町
村
吏
員
及
人
民
等
ヨ
リ
文
書
ヲ
閲
覧
若
ハ
謄
写
セ
ン
コ
ト
ヲ
申
出
ツ
ル
ト
キ
ハ
文
書
掛
ハ
主

務
者
ト
合
議
ノ
上
知
事
ノ
決
裁
ヲ
経
テ
許
否
ス
ヘ
シ｣

(
第
一
六
条)

と
、
県
庁
職
員
以
外
の
郡
市
町
村
吏
員
、
人
民
へ
は
主
務

者
の
合
議
、
知
事
の
決
裁
を
条
件
に
閲
覧
・
謄
写
を
許
可
し
た
。
そ
れ
ま
で
の
各
課
に
よ
る
分
散
管
理
か
ら
記
録
掛
が
文
庫
に
集

中
管
理
し
、
県
庁
文
書
を
類
別
部
目
制
を
導
入
し
て
保
管
す
る
こ
と
に
し
、
明
治
二
七
年
に
記
録
掛
が
集
中
管
理
す
る
こ
と
に
文

書
管
理
方
法
を
改
正
し
た
の
で
あ
る
。

秋
季
に
曝
乾
、
文
庫
の
開
閉
な
ど
の
管
理
、
文
庫
内
禁
煙
な
ど
火
気
使
用
禁
止
を
規
定
し
、
特
に
永
年
保
存
文
書
は
史
料
保
存

272



に
留
意
し
た
。｢

凡
ソ
文
書
ハ
原
本
ヲ
以
テ
参
考
例
証
ノ
用
ニ
供
ス
ル
モ
ノ
ナ
レ
ハ
篤
ク
取
扱
ニ
注
意
シ
厳
ニ
散
逸
汚
損
ヲ
戒
ム

ヘ
シ
、
又
閲
覧
者
一
時
ノ
便
宜
ヲ
計
リ
紙
端
ヲ
折
リ
若
ク
ハ
紙
箋
ヲ
貼
ス
ル
等
ノ
コ
ト
ア
ル
可
ラ
ス｣

(

第
一
七
条)

と
、
史
料

取
扱
に
留
意
さ
せ
、
文
書
管
理
を
厳
格
に
し
た
。

明
治
二
八
年

(

一
八
九
五)

七
月
三
一
日
に
知
事
官
房
受
付
掛
を
同
文
書
掛
と
改
称
し
、
そ
の
事
務
分
掌
は
知
事
官
房
受
付
掛

と
第
一
課
記
録
掛
の
事
務
を
統
一
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
か
し
、
そ
の
翌
年
に
文
書
管
理
を
含
め
た
事
務
処
理
体
制
を
見
直
す
こ
と
に
な
っ
た
。
明
治
二
九
年
一
一
月
に
処
務
整
理
方

調
査
を
県
知
事
が
下
命
し
、
県
参
事
官
上
山
満
之
進
を
委
員
長
に
、
委
員
八
人
で
処
務
整
理
調
査
委
員
会
を
組
織
し
た
。｢

県
庁

ト
下
級
官
庁
ト
ノ
間
ノ
処
務
整
理
、
県
庁
内
ノ
処
務
整
理｣

を
目
的
と
し
、
委
員
は
内
務
部
第
一
課
員
二
人
を
専
任
委
員
、
内
務

部
各
課
長
と
知
事
官
房
属
六
人
を
分
任
委
員
と
し
た

(

９)

。
同
年
九
月
の
郡
制
施
行
に
伴
い
、
効
率
的
な
事
務
執
行
体
制
の
改
善
を
は

か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。

翌
三
〇
年

(

一
八
九
七)

四
月
に

｢

処
務
整
理
意
見
書｣

を
作
成
し
て
県
知
事
に
提
出
し
た
。
委
員
会
で
検
討
す
る
と
と
も
に

郡
市
長
に
照
会
し
て
処
務
整
理
に
つ
い
て
意
見
を
求
め
た
。
委
員
会
可
決
事
項
を
甲
、
委
員
会
可
決
だ
が
本
省
経
伺
の
う
え
決
行

す
る
事
項
を
乙
、
郡
市
長
意
見
の
中
改
廃
手
続
実
施
済
み
事
項
を
丙
、
郡
市
長
意
見
の
う
ち
不
採
用
事
項
を
丁
と
、
提
出
さ
れ
た

処
務
整
理
意
見
を
四
種
類
に
区
分
し
て
意
見
書
を
整
理
し
た
。
郡
役
所
処
務
通
則
中
の

｢

雇
員
採
罷
報
告
廃
止｣

、｢

内
閣
統
計
材

料
報
告
中
廃
止
項
目｣

、
県
庁
へ
の
提
出
書
類
の
簡
素
化
、
な
ど
を
具
体
的
に
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
う
ち
冒
頭
に
甲
と
し
て

｢

処
務
細
則
改
正
ノ
件｣

を
挙
げ
た
。
理
由
は

｢

現
行
処
務
細
則
ハ
去
明
治
廿
七
年
中
改
正
ナ
リ
タ
ル
モ
ノ
ニ
テ
爾
来
課
掛
ノ
分

合
、
事
務
ノ
沿
革
等
ニ
依
リ
追
々
改
正
ナ
リ
タ
ル
条
項
尠
カ
ラ
ス
、
頗
ル
錯
雑
セ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
尚
ホ
改
正
ヲ
要
ス
ル
モ
ノ
夥

多
有
之
見
込
ニ
付
、
此
際
全
部
改
正
ス
ル
ヲ
必
要
ト
ス｣

と
、
組
織
の
肥
大
、
事
務
量
の
増
大
に
伴
う｢

錯
雑｣

に
よ
る
と
し
た
。
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こ
の
意
見
書
に
基
づ
い
て

｢

県
庁
処
務
細
則｣

を
全
文
改
正
す
る
こ
と
に
な
り
、
同
三
〇
年
八
月
三
日
に
警
察
部
、
監
獄
署
、

お
よ
び
内
務
部
各
課
長
に
改
正
点
を
照
会
し
た
。
一
一
月
二
日
に
は

｢

処
務
整
理
意
見
書｣

に
基
づ
き
事
務
整
理
改
廃
事
項
に
つ

い
て
精
細
な
取
り
調
べ
を
内
務
部
各
課
長
に
指
示
し
た
。

四
年
間
か
け
て
検
討
し
た
結
果
、
明
治
三
四
年

(

一
九
〇
一)

三
月
二
六
日
に

｢

山
口
県
庁
処
務
細
則｣

を
改
正
し
た
。

｢

分

課
及
分
掌｣

｢
処
務｣

｢

服
務｣

｢

文
書
例
式｣

｢

附
則｣

の
全
五
章
一
〇
二
条
の
構
成
と
し
、
事
務
処
理
だ
け
で
な
く
服
務
関
係
も

同
じ
規
則
で
規
定
し
た
。
事
務
処
理
全
体
の
改
善
を
は
か
り
、
そ
の
う
ち
文
書
管
理
担
当
を
知
事
官
房
文
書
掛
と
し
、
事
務
分
掌

を

｢

図
書
記
録
ノ
保
存
ニ
関
ス
ル
事｣

｢

法
律
命
令
及
本
県
令
達
等
編
纂
保
存
並
改
廃
加
除
ニ
関
ス
ル
事｣

な
ど
の
七
件
に
改
め

た
。文

書
管
理
に
つ
い
て
は
大
き
な
改
正
は
な
く
、
文
書
掛
が
文
書
の
作
成
・
収
受
か
ら
保
存
・
廃
棄
ま
で
、
文
書
の
ラ
イ
フ
サ
イ

ク
ル
全
体
を
管
理
す
る
こ
と
に
な
っ
た
(
�)
。
効
率
的
な
文
書
行
政
体
制
を
整
え
た
の
で
あ
る
。
ま
た
、
永
年
保
存
文
書
の
う
ち
議
案

な
ど
県
会
関
係
文
書
を
縮
減
し
た
が
、
集
中
管
理
体
制
は
維
持
し
た
。

そ
の
後
も
た
び
た
び
改
正
さ
れ
、
大
正
一
五
年

(
一
九
二
六)

一
月
一
四
日
に
改
正
さ
れ
た

｢

山
口
県
処
務
細
則｣

は
、
知
事

官
房
文
書
係
の
事
務
分
掌
を

｢

文
書
ノ
収
受
、
発
送
、
編
纂
及
保
存
ニ
関
ス
ル
事
項｣

な
ど
の
五
件
と
し
、
保
存
年
限
を
永
久
保

存
、
一
〇
年
保
存
、
五
年
保
存
、
一
年
保
存
の
四
種
類
と
し
た
。
第
二
章

｢

事
務
ノ
処
理｣

第
五
節

｢

文
書
の
編
纂
及
保
存｣

で

は

｢

完
結
文
書
ハ
文
書
係
、
電
気
局
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
電
気
庶
務
課
、
高
等
警
察
ニ
属
ス
ル
モ
ノ
ハ
高
等
課
、
司
法
警
察
ニ
属
ス

ル
モ
ノ
ハ
保
安
課
ニ
於
テ
文
書
編
纂
保
存
規
程
ニ
基
キ
編
纂
保
存
ス
ヘ
シ｣

(

第
三
五
条)

と
、
知
事
部
局
の
文
書
を
文
書
係
が

集
中
管
理
す
る
こ
と
を
明
記
し
た

(

�)

。

山
口
県
庁
で
は
明
治
一
九
年

(

一
八
八
六)

に
県
庁
文
書
を
各
課
が
分
散
管
理
し
、
各
課
が

｢

記
録
目
録｣

を
提
出
し
、
そ
れ
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に
よ
っ
て
記
録
科
が
県
庁
文
書
の
情
報
を
管
理
し
て
い
た
。
同
二
二
年

(

一
八
八
九)

に

｢

文
書
保
存
規
則｣

を
制
定
し
て
、
保

存
年
限
を
定
め
、
同
二
七
年

(

一
八
九
四)

に

｢

文
書
保
存
規
程｣

を
制
定
し
て
、
県
庁
文
書
を
年
度
末
に
各
課
か
ら
記
録
掛
に

引
き
継
が
せ
、
文
庫
に
収
納
し
て
記
録
掛
が
集
中
管
理
す
る
体
制
を
整
え
た
。
翌
年
に
文
書
掛
を
設
置
し
、
文
書
行
政
全
体
を
事

務
分
掌
と
し
集
中
管
理
体
制
を
維
持
し
た
。
同
三
四
年

(

一
九
〇
一)

に
事
務
処
理
を
改
善
し
文
書
行
政
も
改
正
し
た
。
そ
の
後

は
文
書
管
理
担
当
部
署
を
文
書
掛
、
文
書
課
に
変
更
し
た
が
、
集
中
管
理
体
制
は
維
持
し
た
。

二
、
郡
制
施
行
前
の
郡
役
所
の
文
書
管
理

山
口
県
の
郡
役
所
の
事
務
処
理
規
程
は
、
明
治
一
二
年(

一
八
七
九)

に｢

郡
区
庶
務
条
例｣

を
玖
珂
・
熊
毛
・
佐
波
・
吉
敷
・

厚
狭
・
美
祢
・
大
津
・
阿
武
見
島
各
郡
役
所
が
定
め
、
施
行
し
た
の
が
最
初
の
よ
う
だ
が
、
詳
細
は
不
明
で
あ
る

(

�)

。
わ
ず
か
に
玖

珂
郡
役
所
の
事
例
が
判
明
す
る
。

玖
珂
郡
役
所
が
明
治
一
二
年
三
月
に

｢

職
務
例
規
・
処
務
条
例｣

を
定
め
、
同
一
六
年

(

一
八
八
三)

五
月
三
日
に
山
口
県
庁

に
そ
の
謄
写
を
提
出
し
た

(

�)

。
同
年
四
月
二
八
日
に
山
口
県
庁
が

｢

郡
役
所
事
務
章
程｣

に
つ
い
て
照
会
し
た
こ
と
に
対
す
る
報
告

で
あ
る
。｢

当
庁
新
設
后
日
猶
浅
ク
百
事
草
創
事
務
完
ク
整
理
ス
ル
ニ
暇
ア
ラ
ス
、
加
之
未
タ
実
施
ヲ
経
サ
ル
者
十
中
七
八
ニ
シ

テ
往
々
実
際
施
行
数
回
ノ
改
正
ヲ
経
然
ル
后
始
テ
完
全
可
致
儀
ニ
付｣

と
、
試
行
錯
誤
し
な
が
ら
制
定
し
た
と
い
う
。｢

職
務
例

規｣

は
規
則
に
よ
る
事
務
執
行
、
稟
議
制
に
従
う
こ
と
な
ど
を
規
定
し
、｢

処
務
条
例｣

は
組
織
ご
と
に
事
務
分
掌
を
定
め
た
。

庶
務
掛
に
は
本
務
・
社
寺
・
勧
学
・
記
録
・
戸
籍
・
勧
業
・
衛
生
・
兵
事
・
往
復
の
九
科
を
設
け
た
。
公
文
受
付
・
配
付
・
発
送

は
往
復
科
が
担
当
し
、
記
録
科
は

｢

公
文
一
切
ノ
事
ヲ
管
理
ス
ル
事｣

｢

書
籍
并
諸
記
録
ヲ
保
護
ス
ル
事｣

｢

官
省
布
告
達
及
本
県
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庁
布
達
々
書
及
ヒ
自
他
往
復
照
会
等
ノ
書
類
苟
モ
後
証
ニ
備
フ
ヘ
キ
類
ハ
各
分
類
ニ
従
ヒ
一
々
目
録
ヲ
付
シ
之
ヲ
編
冊
シ
観
閲
ニ

便
ナ
ラ
シ
ム
ル
事｣

な
ど
一
二
件
の
郡
役
所
文
書
の
編
冊
・
保
護
な
ど
文
書
管
理
を
事
務
分
掌
と
し
た
。
も
っ
と
も
古
い
郡
役
所

文
書
管
理
に
関
す
る
規
程
で
あ
る
が
、
例
規
、
条
例
な
ど
の
用
語
が
一
定
し
て
い
な
い
と
と
も
に
、｢

職
務
例
規｣

が
簡
略
で
あ

る
こ
と
、
処
務
条
例
を
掛
ご
と
に
定
め
た
な
ど
、
一
貫
し
た
体
系
的
規
程
に
な
っ
て
い
な
い
。
玖
珂
郡
長
が
示
唆
し
た
よ
う
に
実

務
経
験
の
蓄
積
に
よ
り
成
熟
し
た
規
定
に
な
っ
て
い
く
の
で
あ
ろ
う
。

明
治
一
六
年

(
一
八
八
三)

三
月
九
日
に
大
島
郡
役
所
が

｢

事
務
章
程
是
迄
制
定
無
之
施
務
上
差
�泰
不
尠｣

と
、｢

郡
役
所
各

掛
事
務
章
程｣

制
定
を
申
請
し
た

(

�)

。｢

庶
務
掛
事
務
章
程｣

｢

租
税
掛
事
務
章
程｣

｢

出
納
掛
事
務
章
程｣

な
ど
掛
ご
と
に
各
科
の

事
務
分
掌
を
規
定
し
た
。
庶
務
掛
記
録
科
の
事
務
分
掌
を

｢

布
告
布
達
達
指
令
照
会
願
伺
届
等
一
切
ノ
文
書
ヲ
受
附
ケ
配
布
ス
ル

事｣
｢

布
告
布
達
達
告
示
等
ヲ
編
纂
ス
ル
事｣

｢

�
記
録
及
ヒ
書
籍
ヲ
管
理
保
存
ス
ル
事｣

な
ど
の
六
件
と
し
た
。
し
か
し
、｢

事

務
条
例
ノ
儀
モ
追
テ
編
製
可
相
伺
候
也｣
と
、
事
務
条
例
は
未
編
製
で
あ
っ
た
。
県
庁
庶
務
課
が
各
課
に
合
議
し
た
と
こ
ろ
、
多

数
の
遺
漏
が
指
摘
さ
れ
た
が
、
同
年
一
一
月
二
九
日
に
認
可
さ
れ
、｢

大
島
郡
役
所
処
務
条
例｣

を
制
定
し
た
。
庶
務
掛
の
事
務

分
掌
を
八
二
か
条
、
租
税
掛
を
五
五
か
条
、
出
納
掛
を
二
二
か
条
に
わ
た
っ
て
規
定
し
な
お
し
た
。
庶
務
掛
に
庶
務
科
・
戸
籍
科
・

兵
事
科
・
社
寺
科
・
勧
学
科
・
衛
生
科
な
ど
と
と
も
に
記
録
科
を
設
け
、｢

諸
記
録
ヲ
編
纂
保
存
シ
及
ヒ
公
務
ニ
関
ス
ル
一
切
ノ

発
達
書
類
及
ヒ
金
円
ヲ
受
附
ケ
其
文
案
ヲ
起
草
ス
ル
等
ノ
事
ヲ
主
管
ス｣

と
規
定
し
た
。

同
年
四
月
三
〇
日
に
阿
武
見
島
郡
役
所
は
山
口
県
庁
庶
務
課
へ
次
の
と
お
り
回
答
し
た
。｢

事
務
章
程
右
事
務
取
扱
手
続
処
務

規
程
書
現
行
之
分
并
ニ
現
在
之
分
科
名
御
参
照
ノ
義
有
之
謄
写
可
及
御
送
付
段
御
照
会
書
本
日
来
著｣

と
、
県
庁
が
郡
役
所
事
務

章
程
等
を
照
会
し
た
こ
と
へ
の
回
答
で
あ
る
。

｢

本
郡
ハ
去
明
治
十
四
年
事
務
例
規
ヲ
編
纂
施
行
致
来
候
後
章
程
及
処
務
規
程
等

追
々
変
更
ヲ
生
シ
、
殊
ニ
出
納
事
務
ノ
如
キ
ハ
最
モ
多
ク
更
メ
サ
ル
ヲ
得
ザ
ル
分
ニ
テ
過
般
来
変
更
セ
シ
各
科
ノ
規
程
ヲ
蒐
集
ノ
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最
中
ニ
テ
、
現
行
ノ
完
全
物
ヲ
御
送
致
ノ
運
ヒ
ニ
難
相
成
、
素
ヨ
リ
御
参
照
ノ
用
ニ
ハ
難
相
立
被
察
候
得
共
為
念
別
冊
事
務
例
規

写
壱
冊
差
出
候｣

と
、
阿
武
見
島
郡
役
所
は
明
治
一
四
年
に

｢

事
務
例
規｣

を
制
定
し
た
が
、
出
納
事
務
を
は
じ
め
と
し
て
変
更

が
多
く
、
ま
だ
完
全
で
は
な
い
が
参
考
ま
で
に
と

｢

阿
武
見
島
郡
役
所
事
務
章
程｣

等
を
送
付
し
た
。｢

事
務
条
款｣

｢

郡
役
所
条

例｣
｢

事
務
章
程｣

｢

事
務
規
程｣

の
構
成
で
あ
る
。

｢

事
務
条
款｣
は
、
第
一
款

｢

政
府
ノ
委
任｣

(

一
〇
件)

、
第
二
款

｢

地
方
分
任｣

(

四
九
件)

、
第
三
款

｢

地
方
命
令｣

(

七
五

件)

、
第
四
款

(
宿
直
外
一
〇
件)

、
第
五
款

｢

欄
内
検
印｣

(

二
一
件)

と
、
郡
役
所
事
務
を
そ
の
性
質
ご
と
に
掲
示
し
た
。

｢

郡
役
所
条
例｣

は
、
全
二
三
条
に
わ
た
っ
て
職
務
権
限
を
明
確
に
し
て
稟
議
制
に
基
づ
く
事
務
執
行
方
法
を
定
め
た
。

｢

事

務
章
程｣

は
第
一
章

｢

庶
務
掛｣
、
第
二
章

｢

租
税
掛｣

、
第
三
章

｢

出
納
掛｣

に
区
分
し
て
事
務
分
掌
を
定
め
た
。
そ
の
う
ち
庶

務
掛
記
録
科
は

｢

布
達
々
書
ヲ
浄
書
ス
ル
事｣

｢

記
録
編
纂
ノ
事｣

な
ど
四
件
の
文
書
管
理
業
務
を
事
務
分
掌
と
し
た
。｢

事
務
規

程｣

は
掛
科
ご
と
の

｢

所
務
規
程｣
を
定
め
た
。
そ
の
う
ち
記
録
科
に
つ
い
て
は
次
の
と
お
り
規
定
し
た
。｢

本
科
ハ
郡
役
所
ヨ

リ
発
ス
ル
公
文
ヲ
浄
書
シ
及
ヒ
郡
役
所
ニ
保
存
ス
ヘ
キ
記
録
ヲ
編
纂
保
護
ス
ル
等
一
切
ノ
事
ヲ
主
管
ス｣

と
し
て

｢

布
達
々
書
ノ

浄
書
ヲ
ナ
ス
手
続｣

な
ど
四
件
を
事
務
分
掌
と
し
た
。
記
録
編
纂
に
つ
い
て
は

｢

記
録
ヲ
編
纂
ス
ル
ハ
…
部
類
ニ
応
シ
テ
編
纂
シ

不
時
捜
索
ノ
便
ニ
差
支
ナ
カ
ラ
シ
ム｣

と
、
効
率
的
行
政
を
は
か
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
。

同
一
六
年
五
月
五
日
に
回
答
し
た
熊
毛
郡
は
、
最
初
に

｢
熊
毛
郡
役
所
事
務
章
程｣

を
挙
げ
た
。
庶
務
掛
の
事
務
分
掌
を
列
記

し
た
が
、
郡
長
専
行
の
上
款
八
三
件
と
県
庁
へ
進
達
す
べ
き
下
款
一
三
件
に
分
け
、
以
下
、
租
税
掛
、
出
納
掛
も
事
務
分
掌
を
同

様
に
列
挙
し
た
。
次
に｢

熊
毛
郡
役
所
処
務
規
程｣

が
あ
る
。
職
制
に
応
じ
た
事
務
執
行
方
法
を
一
八
項
に
わ
た
っ
て
規
定
し
た
。

公
文
の
受
付
、
配
付
、
調
理
方
法
な
ど
を
法
令
、
成
規
に
準
拠
し
て
、
所
内
は
稟
議
制
に
よ
り
意
思
決
定
す
る
こ
と
を
定
め
た
。

さ
ら
に

｢

授
受
件
名
簿
記
載
手
続｣

に
よ
り
公
文
取
扱
方
法
を
七
か
条
で
規
定
し
た
。｢

原
案
ノ
用
ヲ
了
ヘ
タ
ル｣

公
文
を
編
纂
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す
る
こ
と
と
し
た
。
ま
た

｢

記
録
事
務
手
続｣

は
六
項
目
に
わ
た
っ
て
公
文
書
類
の
編
纂
方
法
を
規
定
し
た
。｢

各
主
任
ヨ
リ
送

附
ス
ル
諸
申
牒
類
ヲ
夫
々
部
類
ヲ
分
ケ
編
纂
保
存
ス
ル
コ
ト｣

(

第
三)

と
、｢

諸
申
牒
類｣

は
各
主
任
か
ら
お
そ
ら
く
記
録
主
任

に
送
付
し
て
編
纂
保
存
さ
せ
た
。｢

受
附
処
事
務
手
続｣

は
公
文
受
け
付
け
事
務
を
八
項
目
に
わ
た
っ
て
規
定
し
た
。
熊
毛
郡
で

は

｢

事
務
章
程｣

以
外
に
も
四
件
の
規
程
を
設
け
て
事
務
処
理
方
法
を
規
定
し
た
。

そ
の
ほ
か
、
吉
敷
郡
は
全
一
一
条
の

｢

吉
敷
郡
役
所
事
務
条
例｣

、
掛
ご
と
に
事
務
分
掌
を
第
一
〜
第
四
部
に
区
分
し
て
規
定

し
た

｢

吉
敷
郡
役
所
事
務
章
程｣

を
定
め
た
。
厚
狭
郡
は
事
務
執
行
方
法
を
一
二
条
に
わ
た
っ
て
規
定
し
た

｢

所
務
規
程｣

と
、

掛
ご
と
の
事
務
分
掌
を
規
定
し
た

｢

事
務
章
程｣

を
定
め
た
。

同
一
六
年
一
一
月
八
日
に
山
口
県
が

｢

郡
区
役
所
記
録
編
纂
手
続｣

を
定
め
た

(

�)

。
四
月
に

｢

郡
役
所
事
務
章
程｣

を
照
会
し
、

各
郡
役
所
か
ら
提
出
さ
れ
た
回
答
を
勘
案
し
て
、｢

戸
長
及
ヒ
戸
長
役
場
用
掛
職
務
心
得｣

｢

戸
長
役
場
記
録
編
纂
手
続｣

な
ど
と

も
に
公
布
し
た
。｢

郡
役
所
事
務
章
程｣
に
つ
い
て
は
標
準
化
が
困
難
で
、
個
別
に
認
可
し
た
の
で
あ
ろ
う
。｢

総
テ
記
録
ハ
事
務

ニ
拠
リ
分
類
編
纂
ス
ヘ
シ｣
(

第
一
条)
と
、
記
録
を
分
類
編
纂
し
て
散
逸
を
防
止
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
類
別
方
法
は
県
知
事

の
認
可
を
経
て
定
め
た
。

明
治
一
八
年

(

一
八
八
五)

一
〇
月
に

｢

大
島
郡
役
所
各
掛
章
程
并
規
程｣

を
改
正
し
た

(

�)

。｢

各
掛
事
務
章
程｣

と

｢

郡
役
所

規
程｣

に
大
別
し
、
後
者
は

｢

各
掛
成
規｣

｢

吏
員
心
得｣

｢
宿
直
心
得｣

｢

公
文
収
受
送
達
例｣

｢

文
書
調
理
例｣

｢

文
書
記
録
例｣

｢

文
書
例
式｣

か
ら
構
成
し
た
。｢

文
書
記
録
例｣

に
は

｢

官
省
布
告
布
達
達
告
示
並
ニ
本
県
布
達
達
告
示
及
ヒ
郡
役
所
甲
乙
号
達

書
類
ハ
総
テ
記
録
科
ニ
於
テ
類
別
纂
輯
シ
テ
之
ヲ
保
存
ス
ヘ
シ｣

と
、
書
類
原
本
の
う
ち
布
告
布
達
類
を
記
録
科
が
集
中
管
理
し

た
。明

治
一
六
年
ま
で
に
は
各
郡
役
所
が
独
自
に
文
書
管
理
規
程
類
を
設
け
て
お
り
、
山
口
県
庁
の
指
導
は
み
ら
れ
な
い
。
そ
の
実
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態
を
掌
握
す
べ
く

｢

郡
役
所
事
務
章
程｣

を
県
庁
が
各
郡
役
所
に
照
会
し
た
。｢

郡
区
役
所
記
録
編
纂
手
続｣

を
明
治
一
六
年

(
一
八
八
三)

に
県
庁
が
定
め
た
が
、
大
島
郡
役
所
以
外
は
独
自
に
規
程
を
改
正
し
て
お
り
、
県
庁
の
公
文
書
管
理
方
法
に
つ
い

て
の
指
導
は
強
化
さ
れ
て
い
な
い
。
明
治
七
年

(

一
八
七
四)

一
月
一
〇
日
制
定
の

｢

内
務
省
職
制
及
事
務
章
程
仮
定｣

、
同
年

二
月
二
四
日

｢

内
務
省
処
務
順
序｣

、
同
一
四
年
一
一
月
一
〇
日

｢

諸
省
事
務
章
程
通
則

(

�)｣

な
ど
、
用
語
や
規
程
の
構
成
な
ど
か

ら
、
国
の
規
程
類
を
各
郡
役
所
が
参
考
に
し
た
こ
と
が
考
え
ら
れ
る
。
府
県
庁
が
指
導
で
き
る
ほ
ど
実
務
経
験
が
蓄
積
さ
れ
て
い

な
い
段
階
に
は
、
郡
役
所
は
府
県
を
飛
び
越
し
て
国
の
規
程
類
を
参
照
し
た
可
能
性
が
あ
る
。

明
治
一
九
年

(

一
八
八
六)

五
月
二
六
・
二
七
日
に
山
口
県
が
郡
区
長
諮
詢
会
に

｢

郡
区
役
所
職
務
規
程
通
則｣

｢

公
文
取
扱

概
則｣

の
制
定
発
布
を
諮
問
し
た
。
公
文
書
管
理
体
制
の
標
準
化
を
再
度
試
み
た
の
で
あ
る
。
諮
問
案
は
①

｢

郡
区
役
所
職
務
規

程
ノ
件｣

と
②

｢

郡
区
役
所
公
文
取
扱
概
則
ノ
件｣

の
二
件
で
あ
る

(

�)

。

①
は
明
治
一
二
年
郡
役
所
発
足
に
あ
た
り
庶
務
・
租
税
・
出
納
三
掛
を
設
け
、｢

実
地
ノ
便
宜｣

を
主
と
し
て

｢

処
務
条
例｣

を
編
制
し
た
が
、｢

体
面
ヲ
異
ニ
シ
恰
モ
一
治
下
ニ
列
セ
サ
ル
カ
如
キ
感
想
ヲ
生
ス
ル
ノ
憂
ナ
キ
ニ
ア
ラ
ス｣

と
各
郡
の
組
織
編

制
が
異
な
る
の
で
、｢

組
織
ノ
大
体
ニ
関
ス
ル
モ
ノ
ハ
一
定
ノ
方
法｣

を
提
示
す
る

｢

郡
区
役
所
職
務
規
程
通
則｣

制
定
を
提
案

し
た
。

｢

職
務
規
程
通
則｣

は
全
二
一
条
と
し
、
郡
区
長
の
職
務
を｢
郡
区
治
政
ニ
属
ス
ル
一
切
ノ
事
務
ニ
付
其
責
ニ
任
ス｣

〈
第
一
条
〉

と
規
定
し
た
う
え
で
、
所
属
書
記
・
御
用
掛
の
任
免
・
進
退
・
賞
与
を
県
令
に
具
状
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
、
郡
区
長
の
職
務
権

限
を
定
め
た
。
ま
た
、
県
令
の
認
可
を
条
件
に
郡
区
長
に
処
務
細
則
を
定
め
る
権
限
を
与
え
、
書
記
・
掛
長
・
掛
員
は
郡
区
長
の

命
を
受
け
て
各
分
掌
事
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
し
た
。
庶
務
掛

(

庶
務
・
勧
業
・
学
務
・
兵
務
・
衛
生
・
戸
籍
・
地
理
・
文
書
の

八
科)

・
収
税
掛

(

国
税
・
地
方
税
・
地
券
の
三
科)

・
会
計
掛

(

出
納
・
用
度
の
二
科)

の
三
掛
一
三
科
を
置
き
、
そ
の
事
務
分
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掌
を
定
め
た
。
そ
の
う
ち
文
書
科
の
事
務
分
掌
を

｢

公
文
ノ
往
復
記
録
ノ
整
理
ニ
関
ス
ル
事
務
ヲ
掌
ト
ル｣

と
規
定
し
た
。
諮
問

の
結
果
、
同
一
九
年
六
月
一
九
日
に
山
口
県
が

｢

郡
区
役
所
職
務
規
程
通
則｣

を
制
定
し
た

(

�)

。
ほ
ぼ
原
案
と
同
じ
で
全
二
二
条
と

し
、
郡
区
長
の
職
務
権
限
、
稟
議
制
に
よ
る
事
務
執
行
、
庶
務
・
収
税
・
会
計
の
三
掛
設
置
と
、
そ
の
事
務
分
掌
を
示
し
た
。

②
は
明
治
一
二
年
に

｢

公
文
発
達
条
例｣

を
定
め
た
が
、
年
月
を
経
て

｢

無
益
ノ
手
数
渋
滞
ノ
弊｣

が
生
じ
て
い
る
の
で
、

｢

�
慢
ニ
過
キ
ス
厳
密
ニ
泥
マ
ス
徒
労
ヲ
省
キ
効
果
ヲ
主
ト
シ
公
務
ノ
調
理
ヲ
完
結
ナ
ラ
シ
ム
ル｣

こ
と
を
目
的
に
、｢

公
文
取
扱

概
則｣

に
改
定
す
る
こ
と
を
提
案
し
た
。

郡
区
長
諮
問
会
の
答
議
を
踏
ま
え
て
同
一
九
年
五
月
二
七
日
に

｢

郡
区
役
所
文
書
取
扱
概
則｣

に
改
称
し
て
制
定
す
る
案
を
作

成
し
た
。
全
二
〇
条
と
し
、｢
第
一
条

凡
ソ
郡
区
役
所
ニ
到
達
ス
ル
文
書
ハ
文
書
科
之
ヲ
受
ケ
件
名
番
号
等
ヲ
往
復
台
帳
ニ
記

入
シ
主
務
掛
長
ニ
回
付
ス
ヘ
シ｣
と
、
文
書
科
が
文
書
を
受
領
し
主
務
掛
長
に
回
付
し
、
主
務
掛
長
が
各
主
任
に
受
領
文
書
を
配

付
し(

第
四
条)

、
五
日
以
内
に
調
理
さ
せ
た(

第
五
条)

。
文
書
処
理
に
稟
議
制
を
採
用
し
、
必
要
で
あ
れ
ば
他
課
掛
に
合
議
し
、

調
理
済
み
の
文
書
は

｢

順
ヲ
逐
ヒ
類
別
編
纂｣
し

(

第
一
二
条)

、
毎
月
十
日
ま
で
に
前
月
分
の
件
数
表
を
作
成
し
、
事
務
の
済

否
を
審
査
す
る
こ
と
に
し
た

(

第
二
〇
条)

。
公
文
書
の
作
成
か
ら
浄
書
・
発
送
・
類
別
・
保
存
ま
で
文
書
の
流
れ
に
沿
っ
て
規

定
し
た
。
ほ
ぼ
原
案
が
認
め
ら
れ
、
同
年
六
月
一
九
日
に
山
口
県
が
全
一
九
条
の

｢

郡
区
役
所
文
書
取
扱
概
則｣

を
制
定
し
た
。

類
別
編
纂
を
規
定
し
た
が
、
担
当
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
主
務
者
が
担
当
し
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
ら
に
、
同
年
九
月
一
〇
日
に
山
口
県
が｢

郡
区
役
所
職
務
通
則｣

を
改
正
し
た

(

�)

。
全
一
七
条
で
郡
区
長
の
職
務
権
限
、
書
記
・

掛
長
・
掛
員
の
職
務
執
行
ま
で
は
同
じ
で
あ
る
が
、
組
織
は
第
一
〜
三
掛
に
変
更
し
、
掛
ご
と
の
事
務
分
掌
を
示
し
た
。

こ
の
二
つ
の
規
程
に
基
づ
い
て
各
郡
役
所
が
明
治
一
九
年
・
二
〇
年
に｢
処
務
細
則｣

の
認
可
を
県
知
事
に
申
請
し
た(

表
１)

。

｢

処
務
細
則｣

で
規
定
す
る
範
囲
は
郡
役
所
に
よ
り
異
な
り
、｢

総
則｣

、｢
事
務
分
掌｣

、｢

文
書
例
式｣

の
事
務
処
理
だ
け
を
対
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象
と
す
る
郡
役
所
と
、｢

宿
直｣

、｢

服
務
心
得｣

の
勤
務
方
法
を
加
え
る
郡
役
所
に
大
別
で
き
る
。
前
者
は

｢

郡
区
役
所
職
務
規

程
通
則｣

｢

郡
区
役
所
文
書
取
扱
概
則｣

を
参
照
し
た
の
に
対
し
て
、
後
者
は

｢

山
口
県
庁
部
課
職
制
章
程
并
規
程｣

の
う
ち

｢
県
庁
規
程｣

も
参
照
し
た
よ
う
だ
。

事
務
執
行
体
制
の
標
準
化
を
意
図
し
た
の
で
あ
る
が
、｢

処
務
細
則｣

の
形
式
を
見
る
限
り
各
郡
役
所
の
独
自
性
は
継
続
し
て

い
る
。

③

(

表
１
の
番
号
、
以
下
同)

｢

玖
珂
郡
役
所
処
務
細
則｣

は
全
六
章
六
九
条
の
構
成
と
し
た
。
な
お
条
数
は
各
章
ご
と
に
第

一
条
か
ら
開
始
し
て
い
る
。

第
一
章
で
は
掛
長
の
権
限
と
掛
員
の
業
務
を
規
定
し
、
山
口
県
が
九
月
に
改
正
し
た

｢

郡
区
役
所
職
務
規
程
通
則｣

で
提
示
し

た
組
織
の
う
ち
掛
は
同
じ
三
掛
で
、
科
は
縮
減
し
て
一
一
科
と
し
た
。
申
請
案
で
は
第
二
掛
に
含
め
た
兵
事
科
を
、
県
の
指
示
に

よ
り
第
一
掛
に
移
し
た
。
第
一
掛
に
文
書
科
を
設
け
ず
に
、
庶
務
科
が
文
書
行
政
を
担
当
し
た
。
第
五
章

｢

文
書
取
扱｣

で
は
稟

議
制
に
よ
る
文
書
調
理
方
法
を
定
め
た
が
、
文
書
管
理
に
関
す
る
規
定
は
な
い
。
庶
務
科
の
事
務
分
掌
に｢

編
纂
類
別
方
法
ノ
事｣

が
あ
り
、｢

類
別
編
纂｣

の
方
針
を
庶
務
科
が
定
め
た
が
、
そ
の
実
施
は
主
務
科
が
担
当
し
た
よ
う
で
あ
り
、
類
別
編
纂
を
は
じ

め
と
し
て
調
理
済
み
の
文
書
に
つ
い
て
の
規
定
は
な
い
。
県
庁
と
同
様
に
庶
務
科
が
定
め
た
方
法
に
よ
り
主
務
科
が
類
別
編
纂
し

て
保
存
す
る
体
制
を
と
っ
た
よ
う
で
あ
る
。

玖
珂
郡
役
所
同
様
に｢

処
務
細
則｣

を
全
六
章
編
成
と
し
た
郡
役
所
は
都
濃(

七
八
条)

・
吉
敷(

七
五
条)

・
厚
狭(

六
〇
条)

各
郡
で
あ
り
、
第
二
・
三
・
四
章
を
一
括
し
て
第
二
章
と
し
、
全
四
章
編
成
と
し
た
の
は
大
津

(

六
五
条)

・
阿
武
見
島

(

八
五

条)

、
大
島

(

三
五
条)

各
郡
、
そ
れ
に

｢

吏
員
心
得｣

を
加
え
て
全
五
章
と
し
た
の
が
、
美
祢

(

九
七
条)

・
豊
浦

(

三
七
条)

各
郡
で
あ
り
、
熊
毛
郡

(

七
七
条)

は

｢

職
制｣

｢

事
務
分
掌｣

｢

文
書
取
扱
例｣

｢
文
書
例
式｣

｢

宿
直｣

の
全
五
章
と
し
た
。
郡
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役
所
に
よ
り
事
務
処
理
に
関
す
る
規
定
は
大
き
く
異
な

る
。組

織
は
三
掛
が
多
く
第
一
掛
は
庶
務
・
会
務
・
勧
業

各
科
等
が
あ
り
、
同
掛
に
文
書
科
を
設
け
た
の
は
美
祢
、

豊
浦
、
大
津
、
佐
波
、
大
島
各
郡
で
あ
る
。
第
二
掛
は

学
務
・
会
計
各
科
等
、
第
三
掛
は
国
税
・
地
方
税
・
地

券
各
科
が
あ
る
。
事
務
分
掌
の
う
ち
兵
事
・
兵
務
は
第

一
掛
か
第
二
掛
の
い
ず
れ
か
に
所
属
し
、
統
一
さ
れ
て

い
な
い
。

文
書
管
理
に
つ
い
て
規
定
し
た
の
は
熊
毛
、
都
濃
、

美
祢
、
大
津
、
吉
敷
、
佐
波
、
阿
武
見
島
、
厚
狭
、
豊

浦
、
大
島
各
郡
役
所
で
あ
る
。

⑥

｢

熊
毛
郡
役
所
処
務
細
則｣

は
、
庶
務
科
が
文
書

管
理
を
担
当
し
、｢

凡
ソ
調
理
済
ノ
文
書
ハ
主
務
科
ニ

於
テ
編
纂
シ
毎
年
一
月
二
十
日
限
リ
前
一
ケ
年
分
ノ
記

録
目
録
ヲ
作
リ
掛
長
ニ
出
シ
、
掛
長
ハ
之
レ
ヲ
取
纏
メ

庶
務
科
ニ
回
付
ス
ヘ
シ
、
又
其
記
録
ハ
主
務
科
ヨ
リ
同

時
庶
務
科
ニ
回
付
ス
ヘ
シ｣

(

第
三
章

｢

文
書
取
扱
例｣
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第八章 第一掛 第二掛 第三掛 記録管理方法

庶務・勧業・文書
学務・兵務・衛生・地理・会

計

国税・地方税・地券各

科

主務科が類別編輯､ 文書科に記録目録

回付､郡民の一覧に供す

庶務・勧業・文書
土木・兵事・学務・衛生・会

計

国税・地方税・地券各

科

庶務・会務・勧業
土木・兵事・学務・衛生・会

計

国税・地方税・地券各

科

会務・庶務・勧業・戸

籍・社寺・地理・文書

土木・兵事・衛生・学務・会

計・用度

国税・地方税・地券各

科

主務科が類別編輯､ 文書科に記録目録

回付

庶務・会務・勧業
土木・兵事・学務・衛生・会

計

国税・地方税・地券各

科

庶務・会務・勧業
土木・兵務・学務・衛生・会

計

国税・地方税・地券各

科

庶務・会務・勧業
土木・兵事・学務・衛生・会

計

国税・地方税・地券各

科
主務掛､ 目録を庶務科に回付

庶務・勧業・兵事・戸

籍
土木・学務・衛生・会計

国税・地方税・地券各

科
主務掛

庶務・会務・勧業
土木・兵事・学務・衛生・会

計

国税・地方税・地券各

科

金銭取扱例
庶務・勧業・戸籍・兵

事・文書

土木・地理・衛生・学務・会

計

国税・地方税・地券各

科

庶務・勧業・兵事・文

書
土木・衛生・学務・会計

国税・地方税・地券各

科

各科が類別編輯､ 文書科に記録目録回

付



第
四
二
条)

、｢

庶
務
科
ニ
於
テ
記
録
目
録
及
記
録
ヲ
受

取
リ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
目
録
ハ
記
録
台
帳
ニ
登
録
、
掛
長

ヲ
経
テ
郡
長
ノ
一
覧
ニ
供
シ
其
記
録
ハ
蔵
置
保
存
ス
ヘ

シ｣
(

同
第
四
三
条)

と
あ
り
、
主
務
科
が
記
録
を
類

別
編
纂
し
た
う
え
で
目
録
を
作
成
し
、
目
録
と
と
も
に

記
録
を
庶
務
科
に
回
付
し
、
記
録
を
庶
務
科
が
保
存
し

た
の
で
、
熊
毛
郡
は
郡
役
所
文
書
の
集
中
管
理
を
実
施

し
た
こ
と
に
な
る
。

④｢

大
津
郡
役
処
々
務
細
則｣

も
文
書
科
を
設
置
し
、

｢

庁
中
記
録
類
別
ノ
方
法
ヲ
定
ム
ル
事｣

な
ど
一
七
件

を
事
務
分
掌
と
し
た
。｢

凡
ソ
調
理
済
ノ
文
書
ハ
各
科

ニ
於
テ
毎
事
件
類
別
編
輯
シ
、
尚
他
日
参
考
ニ
供
ス
ヘ

キ
モ
ノ
ハ
其
初
端
ニ
目
録
ヲ
綴
付
シ
毎
年
二
月
限
リ
前

一
ケ
年
分
ヲ
取
纏
メ
文
書
科
ニ
回
付
ス
ヘ
シ
、
但
別
ニ

成
規
ア
ル
モ
ノ
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ス｣

(

第
三
章

｢

文
書

取
扱｣

第
三
九
条)

と
、
類
別
編
纂
方
法
を
文
書
科
が

統
一
し
、
主
務
掛
が
目
録
を
綴
付
し
た
原
本
を
文
書
科

に
回
付
し
、
文
書
科
が
集
中
管
理
し
た
。｢

各
掛
ニ
於
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表１ 明治19年山口県郡役所処務細則一覧 出典：｢郡役所処務細則｣､ 戦前Ａ総務755

年 月 日 表題 章数 条数 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章

１ 明治 19 10 12 美祢郡役所処務細則 ５ 97 総則 事務分掌 吏員心得 文書取扱 文書例式

２ 明治 19 10 16
山口県豊浦郡役所処務

細則
５ 37 総則

第一掛事

務分掌

第二掛事

務分掌

第三掛事

務分掌
文書例式

３ 明治 19 10 29
山口県玖珂郡役所処務

細則
６ 69 総則

第一掛事

務分掌

第二掛事

務分掌

第三掛事

務分掌
文書取扱 文書例式

４ 明治 19 10 30
山口県大津郡役所処務

細則
４ 65 総則 事務分掌 文書取扱 文書例式

５ 明治 19 10
山口県都濃郡役所処務

細則
６ 78 総則

第一掛事

務分掌

第二掛事

務分掌

第三掛事

務分掌
文書取扱 文書例式

６ 明治 19 11 ８
山口県熊毛郡役所処務

細則
５ 77 職制 事務分掌

文書取扱

例
文書例式 宿直

７ 明治 19 11 17
山口県吉敷郡役所処務

細則
６ 75 総則

第一掛事

務分掌

第二掛事

務分掌

第三掛事

務分掌
文書取扱 文書例式

８ 明治 19 12 28
山口県阿武見島郡役所

処務細則
４ 85 総則 事務分掌

文書取扱

例
文書例式

９ 明治 20 ２ ３
山口県厚狭郡役所処務

細則
６ 60 総則 事務分掌 官吏心得 宿直規則

公文取扱

規則
文書例式

10 明治 20 ５ 30
山口県佐波郡役所処務

細則
８ 103 分科組織 分課章程 文書取扱 公文例規 服務心得 出張心得 宿直心得

11 明治 20 ８ 12 大島郡役所処務細則 ４ 35 総則 事務分担
文書取扱

例
文書例式



テ
ハ
管
掌
記
録
台
帳
ヲ
備
ヘ
其
冊
数
種
類
等
明
瞭
ナ
ラ
シ
ム
ベ
シ｣

(

同
第
四
一
条)

と
、
主
務
掛
で
も
台
帳
を
備
え
て
文
書
管

理
を
実
施
し
た
。

⑪
｢

大
島
郡
役
所
処
務
細
則｣

も
第
一
掛
に
文
書
科
を
設
け

｢

庁
中
記
録
編
纂
類
別
方
法
ノ
事｣

｢

庁
中
記
録
目
録
編
製
ノ
事｣

な
ど
一
二
件
を
事
務
分
掌
と
し
、
郡
役
所
内
の
編
纂
方
法
を
文
書
科
が
統
一
し
、｢

凡
ソ
調
理
済
ノ
文
書
ハ
各
科
ニ
於
テ
類
別
編

纂
シ
其
冊
首
ニ
目
録
ヲ
綴
付
シ
毎
年
二
月
限
リ
前
一
ケ
年
分
ヲ
取
纏
メ
文
書
科
ニ
回
付
ス
ヘ
シ｣

(

第
三
章

｢

文
書
取
扱
例｣

第

二
一
条)

と
、
主
務
科
が
目
録
を
綴
付
し
た
原
本
を
文
書
科
に
回
付
し
た
。
熊
毛
、
大
津
、
大
島
各
郡
役
所
で
は
文
書
原
本
を
文

書
科
が
集
中
管
理
し
た
。

⑧

｢

阿
武
見
島
郡
役
所
処
務
細
則｣

は

｢

凡
テ
調
理
済
ノ
文
書
ハ
主
務
科
ニ
於
テ
類
別
編
纂
シ
テ
捜
索
保
存
ニ
錯
雑
無
カ
ラ
シ

ム
ヘ
シ｣

(

第
三
章

｢

文
書
取
扱
例｣
第
四
七
条)

と
、
文
書
を
主
務
科
が
類
別
編
纂
す
る
こ
と
に
し
た
。

⑤

｢

都
濃
郡
役
所
処
務
細
則｣

も
、
庶
務
科
が
文
書
行
政
を
担
当
し
た
が
、｢

調
理
済
ノ
文
書
ハ
主
務
科
ニ
於
テ
編
纂
保
管
シ

毎
年
一
月
限
リ
前
一
ケ
年
分
ノ
記
録
目
録
二
通
ヲ
制
シ
一
通
ハ
記
録
主
任
ニ
回
付
シ
一
通
ハ
其
科
ニ
保
存
ス
ヘ
シ｣

(

第
五
章

｢

文
書
取
扱｣

第
四
六
条)

と
規
定
し
、
庶
務
科
へ
は
目
録
だ
け
を
回
付
し
、
記
録
は
主
務
科
が
編
纂
保
管
す
る
こ
と
に
し
て
お

り
、
原
本
を
集
中
管
理
で
は
な
く
分
散
管
理
し
、
文
書
情
報
を
庶
務
科
が
集
中
管
理
し
た
。

⑩

｢

佐
波
郡
役
所
処
務
細
則｣

は
、
第
一
掛
に
文
書
科
を
設
置
し
、｢

記
録
ノ
編
纂
公
文
ノ
往
復
郡
治
上
ノ
統
計
等
ヲ
掌
ル｣

な
ど
一
四
件
の
事
務
分
掌
を
挙
げ
た
が
、
文
書
発
送
が
主
な
業
務
と
さ
れ
、｢

調
理
済
ノ
成
案
ハ
主
務
科
ニ
於
テ
毎
件
類
別
編
輯

シ
毎
年
三
月
限
前
一
ケ
年
分
ノ
記
録
目
録
ヲ
整
頓
シ
主
務
掛
長
ヘ
交
付
シ
掛
長
ハ
之
ヲ
取
纏
メ
記
録
主
任
ニ
回
付
ス
ヘ
シ｣

(

第

四
章

｢

公
文
取
扱｣

第
四
一
条)

と
規
定
し
、
主
務
科
が
記
録
を
類
別
編
輯
し
て
保
管
し
、
記
録
主
任
へ
は
記
録
目
録
を
回
付
し

た
。
す
な
わ
ち
文
書
科
へ
は
目
録
を
回
付
す
る
だ
け
で
、
文
書
原
本
は
主
務
科
が
編
纂
保
管
し
て
お
り
、
文
書
科
に
よ
る
集
中
管
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理
で
は
な
く
、
主
務
科
が
分
散
管
理
し
、
そ
の
情
報
を
文
書
科
が
管
理
し
た
。

明
治
一
九
年

(

一
八
八
六)

に
は
熊
毛
、
大
津
、
大
島
の
三
郡
は
郡
役
所
文
書
全
体
の
集
中
管
理
を
実
施
し
た
の
に
対
し
て
、

そ
れ
以
外
の
郡
役
所
は
県
庁
の
文
書
管
理
方
法
と
同
じ
く
、
主
務
科
が
郡
役
所
文
書
を
類
別
保
管
し
た
。
文
書
担
当
科
が
郡
役
所

文
書
の
類
別
編
纂
の
方
針
を
定
め
、
管
理
方
法
を
統
一
し
よ
う
と
し
た
の
は
玖
珂
、
大
島
、
美
祢
、
大
津
各
郡
で
あ
り
、
目
録
を

徴
収
し
て
そ
の
情
報
を
集
中
管
理
し
よ
う
と
し
た
の
は
、
都
濃
、
佐
波
、
吉
敷
、
美
祢
各
郡
で
あ
り
、
吉
敷
郡
は

｢

法
律
勅
令
閣

省
令
県
令
其
他
達
告
示
ハ
総
テ
庶
務
科
ニ
於
テ
類
別
編
纂
保
存
ス
ベ
シ｣

(

第
五
章

｢

文
書
取
扱｣

第
三
二
条)

と
、
一
部
で
は

あ
る
が
重
要
な
文
書
は
庶
務
科
が
集
中
管
理
し
た
。
郡
役
所
に
よ
り
文
書
原
本
の
管
理
方
法
は
画
一
的
で
は
な
か
っ
た
が
、
そ
の

情
報
を
集
中
し
、
管
理
方
法
を
統
一
し
よ
う
と
し
た
。
保
存
方
法
に
つ
い
て
規
定
し
た
郡
役
所
は
な
い
。

県
庁
の
標
準
化
の
意
図
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
明
治
一
九
年
に
な
っ
て
も
郡
役
所
は
文
書
管
理
方
法
の
独
自
性
を
維
持
し
た
の
で

あ
る
。

明
治
二
三
年

(

一
八
九
〇)

一
二
月
二
二
日
に
地
方
官
官
制
改
正
に
よ
り
山
口
県
が

｢

郡
役
所
処
務
通
則｣

を
改
正
し
、
郡
役

所
の
組
織
を
三
掛
か
ら
二
課
に
変
更
し
た

(

�)

。
全
一
〇
条
と
し
、
郡
長
の
職
務
権
限
、
郡
役
所
に
第
一
課
・
第
二
課
を
設
置
し
、
そ

れ
ぞ
れ
の
事
務
分
掌
を
定
め
た
。
県
庁
が
郡
役
所
の
組
織
編
成
に
つ
い
て
指
導
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

三
、
郡
制
施
行
と
郡
役
所
文
書

明
治
二
九
年

(

一
八
九
六)

四
月
一
日
に
見
島
郡
を
廃
止
し
て
阿
武
郡
に
合
併
し
、
大
島
・
玖
珂
・
熊
毛
・
都
濃
・
佐
波
・
吉

敷
・
厚
狭
・
美
祢
・
豊
浦
・
阿
武
・
大
津
の
一
一
郡
役
所
を
設
置
し
、
山
口
県
は
同
年
九
月
一
日
に
郡
制
を
実
施
し
た
。
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郡
制
施
行
前
後
に
郡
役
所
文
書
管
理
方
法
に
つ
い
て

の
検
討
が
相
次
い
だ
。

明
治
二
七
年

(

一
八
九
四)

五
月
二
五
日
に
山
口
県

が
訓
乙
第
二
七
号
で

｢

郡
役
所
処
務
通
則｣

を
改
正
し

た

(｢

山
口
県
報｣)

。｢

山
口
県
処
務
細
則｣

改
正
に
あ

わ
せ
て
、
郡
役
所
の
事
務
処
理
方
法
を
改
革
し
よ
う
と

し
た
の
で
あ
ろ
う
。
全
一
〇
か
条
と
し
、
郡
長
の
職
務

権
限
、
郡
役
所
組
織
に
第
一
課
、
第
二
課
を
置
き
、
そ

れ
ぞ
れ
の
事
務
分
掌
を
規
定
し
た
。
第
一
課
の
分
掌
事

務
に
は

｢

文
書
ノ
往
復｣

な
ど
八
件
を
挙
げ
た
。

こ
の
通
則
改
正
に
対
応
し
て
各
郡
が
同
年
六
月
か
ら

一
〇
月
に

｢

処
務
通
則｣

｢

処
務
細
則｣

を
改
正
し
た

(

表
２)

。
郡
役
所
組
織
は
二
三
年
に
改
正
し
た
二
課
を

継
続
し
、
文
書
管
理
は
第
一
課
庶
務
掛
が
担
当
し
た
。

大
島
郡
は

｢

処
務
規
程｣

を
改
正
し
た
が
、
そ
れ
に

は
全
一
〇
条
の
①

(

表
２
の
番
号
、
以
下
同)

｢

処
務

通
則｣

と
全
四
章
三
三
条
の
②

｢

処
務
細
則｣

を
含
ん

だ
。｢
処
務
通
則｣

と

｢

処
務
細
則｣

と
で

｢

処
務
規
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課数 文書保存 第一課 第二課 記録保管組織

２

２
庶務・税務・会計各

掛
土木・学務・衛生・勧業・兵事・戸籍各掛

各課各掛類別編纂保存､ 目録を庶務掛回付

(28条)

２
庶務・税務・会計各

掛
土木・衛生・勧業・兵事・戸籍各掛

２
庶務・税務・会計各

掛
勧業・土木・学務・衛生・兵事・戸籍各掛 主務掛編纂保存 (58条)

２
庶務・税務・会計各

掛
土木・学務・衛生・勧業・兵事・戸籍各掛 主務掛類別編纂､ 目録郡長一覧 (41条)

２ 庶務･税務･会計各掛 土木・勧業・学務・衛生・兵事・戸籍各掛

２
庶務・税務・会計各

掛
勧業・土木・学務・衛生・戸籍・兵事各掛

主務掛類別編纂､ 目録を庶務掛へ回付 (45

条)

２
記録庫､ 禁煙､ 火気

禁止

庶務・税務・会計各

掛
土木・学務・衛生・勧業・兵事・戸籍各掛

主務掛類別編纂､ 目録を庶務掛へ回付 (28

条)

２
庶務・税務・会計各

掛
土木・学務・衛生・勧業・兵事・戸籍各掛

２
庶務・税務・会計各

掛
土木・勧業・学務・衛生・兵事・戸籍各掛

２
庶務・税務・会計各

掛
土木・学務・勧業・兵事・戸籍・衛生各掛

２ 庶務･税務･会計各掛 土木・学務・衛生・勧業・兵事・戸籍各掛



程｣

を
構
成
し
た
が
、
大
島
郡
以
外
の
郡
役
所
は

｢

処

務
通
則｣

を
設
け
ず
に

｢

処
務
細
則｣

を
改
正
し
た
。

｢

通
則｣

は
山
口
県
の
定
め
た

｢

郡
役
所
処
務
通
則｣

と
同
文
で
あ
る
。｢

処
務
細
則｣

は
四
章
構
成
と
し
た
。

庶
務
掛
の
事
務
分
掌
四
一
件
の
う
ち
に

｢

法
律
勅
令
閣

省
令
県
令
其
他
�
達
等
編
纂
保
存
ノ
事｣

｢

庁
中
記
録

目
録
編
製
ノ
事｣

な
ど
が
あ
り
、
庶
務
掛
が
文
書
管
理

を
担
当
し
た
。｢

凡
ソ
調
理
済
ノ
文
書
ハ
各
課
各
掛
ニ

於
テ
類
別
編
纂
シ
其
冊
首
ニ
目
次
ヲ
綴
付
保
存
シ
、
毎

年
一
月
限
リ
前
一
年
分
ノ
目
録
ヲ
製
シ
庶
務
掛
ニ
回
付

ス
ヘ
シ｣

(

第
二
八
条)

と
、
原
本
は
主
務
課
・
掛
が

類
別
編
纂
・
保
存
し
、
目
録
を
庶
務
掛
へ
回
付
し
、
文

書
情
報
を
庶
務
掛
が
掌
握
し
た
。
明
治
一
九
年

(

一
八

八
六)

に
文
書
科
が
集
中
管
理
し
て
い
た
が
、
変
更
し

た
の
で
あ
る
。
同
様
の
文
書
管
理
方
法
を
採
用
す
る
郡

役
所
が
多
く
、
庶
務
掛
へ
の
目
録
回
付
の
規
定
の
な
い

郡
役
所
も
あ
る
。

｢
処
務
細
則｣

は

｢

総
則｣

、｢

事
務
分
掌｣

(｢

事
務
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表２ 山口県郡役所明治27年処務細則一覧 出典：｢郡役所処務規則｣ (戦前Ａ総務756)

番号 年号 年 西暦 月 日 表題 章数 条数 第１章 第２章 第３章 第４章 第５章 第６章

１ 明治 27 1894 ６ １ 大島郡役所処務通則 10

２ 明治 27 1894 ６ １ 大島郡役所処務細則 ４ 33 総則 事務分担 文書取扱 文書例式

３ 明治 27 1894 ６
山口県熊毛郡役所処務

細則
４ 54 総則 事務分掌 文書取扱 文書例式

４ 明治 27 1894 ６
山口県都濃郡役所処務

細則
４ 65 総則 事務分掌 文書取扱 文書例式

５ 明治 27 1894 ７
山口県佐波郡役所処務

細則
４ 49 総則 事務分掌 処務順序 文書例式

６ 明治 27 1894 ７ 大津郡役所処務細則 ４ 54 総則 事務分掌 文書取扱 文書例式

７ 明治 27 1894 ７ 吉敷郡役所処務細則 ４ 58 総則 事務分掌 文書取扱 文書例式

８ 明治 27 1894 ８
(厚狭郡役所) 処務細

則
６ 45 総則 分課 処務順序 記録取扱 文書例式 帳簿書式

９ 明治 27 1894 10
山口県豊浦郡役所処務

細則
４ 77 総則 事務分掌

文書取扱例

(収受･調理･

発遣･編纂)

文書例式

10 明治 27 1894 10
山口県玖珂郡役所処務

細則
４ 65 総則 事務分掌 処務順序 文書例式

11 明治 27 1894 10
阿武見島郡役所処務細

則
４ 45 総則 事務分掌 処務順序 (文書例式)

12 明治 27 1894 10 美祢郡役所処務細則 ４ 50 総則 事務分掌 処務順序 文書例式



分
担｣

、｢

分
課｣

も
あ
る)

、｢

文
書
取
扱｣

(｢

処
務
順
序｣)

、｢

文
書
例
式｣

の
四
章
構
成
と
し
た
郡
役
所
が
多
く
、
厚
狭
郡
は

全
六
章
と
し
た
。
条
数
は
四
五
条
か
ら
七
七
条
と
郡
役
所
に
よ
り
差
が
大
き
い
。
組
織
は
二
課
で
あ
り
、
九
か
一
〇
掛
を
置
い
た
。

⑨
｢

豊
浦
郡
役
所
処
務
細
則｣

は
、
第
三
章

｢

文
書
取
扱
例｣

を
、
第
一
款

｢

収
受｣

、
第
二
款

｢

調
理｣

、
第
三
款

｢

発
遣｣

、

第
四
款

｢
編
纂｣

と
四
款
に
小
区
分
し
た
。
第
一
課
庶
務
掛
の
事
務
分
掌
四
九
件
の
う
ち
に

｢

記
録
類
別
方
法
ヲ
定
ム
ル
事｣

｢

記
録
保
管
ノ
事｣

な
ど
が
あ
り
、
庶
務
掛
が
記
録
類
別
方
法
を
統
一
し
よ
う
と
し
た
。
大
津
郡
も
同
様
に
記
録
類
別
方
法
の
統

一
と
整
理
を
庶
務
掛
が
担
当
し
た
。

④

｢

都
濃
郡
役
所
処
務
細
則｣

は
、｢

調
理
済
ノ
文
書
ハ
主
務
掛
ニ
於
テ
編
纂
保
存
ス
ベ
シ｣

(

第
五
八
条)

と
、
文
書
を
主
務

掛
が
分
散
管
理
し
た
。
目
録
作
成
を
規
定
し
た
が
、
庶
務
掛
ヘ
の
回
付
は
規
定
し
て
い
な
い
。

⑦

｢

吉
敷
郡
役
所
処
務
細
則｣
は
、｢

凡
テ
調
理
済
ノ
文
書
ハ
主
務
掛
ニ
於
テ
速
カ
ニ
類
別
編
纂
シ
毎
年
一
月
限
リ
前
壱
ケ
年

分
ノ
記
録
目
録
ヲ
作
リ
課
長
ニ
出
シ
課
長
ハ
之
ヲ
取
纏
メ
庶
務
掛
ニ
回
付
ス
ベ
シ｣

(

第
四
五
条)

と
、
原
本
を
主
務
掛
が
分
散

管
理
し
、
文
書
目
録
を
主
務
掛
が
作
成
し
て
庶
務
掛
に
回
付
し
た
。｢

庶
務
掛
ニ
於
テ
前
条
目
録
ヲ
受
ク
レ
バ
其
目
録
ヲ
記
録
台

帳
ニ
登
記
シ
郡
長
ノ
一
覧
ニ
供
ス
ベ
シ｣

(

第
四
六
条)

と
、
目
録
台
帳
に
よ
り
庶
務
掛
が
公
文
書
情
報
を
管
理
し
た
。｢

各
掛
ニ

於
テ
記
録
目
録
台
帳
ヲ
備
ヘ
其
冊
数
種
類
等
ヲ
明
瞭
ナ
ラ
シ
ム
ベ
シ｣

(

第
四
八
条)

と
、
主
務
掛
も
目
録
台
帳
を
備
え
て
文
書

を
管
理
し
た
。

⑧

｢(

厚
狭
郡
役
所)

処
務
細
則｣

も
、｢

調
理
済
ノ
文
書
ハ
主
務
掛
ニ
於
テ
類
別
編
纂
シ
翌
年
一
月
限
リ
一
ケ
年
分
ノ
記
録
目

録
ヲ
作
リ
之
ヲ
庶
務
掛
ニ
回
付
ス
ヘ
シ｣

(

第
二
八
条)

と
、
文
書
目
録
を
主
務
掛
が
作
成
し
て
庶
務
掛
に
回
付
し
た
。
ま
た
、

｢

文
書
ハ
常
ニ
記
録
庫
ニ
収
蔵
シ
決
シ
テ
散
逸
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス｣

(

第
三
二
条)

と
、
郡
役
所
記
録
庫
に
文
書
を
保
管
し
、
庫
内

の
喫
煙
な
ど
火
気
使
用
を
禁
止
し
た
。
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｢

文
書
保
存
規
程｣

を
設
け
て
、
文
書
管
理
を
詳
細
に
規
定
し
た
の
は
、
熊
毛
・
佐
波
・
大
津
・
玖
珂
・
吉
敷
・
豊
浦
・
美
祢

の
七
郡
役
所
で
あ
る
。
章
編
成
は
な
く
全
一
一
〜
一
六
か
条
で
あ
る
。
保
存
年
限
を
設
定
し
永
年
保
存
・
五
年
保
存
・
一
年
保
存

の
三
種
類
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
を
規
定
し
た
。

熊
毛
郡
で
は
保
存
年
限
は
主
任
が
回
議
用
紙
に
記
載
し
て
原
案
を
提
示
し
、
類
別
部
目
は
各
掛
が
郡
長
の
決
裁
を
経
て
定
め
た
。

｢

総
テ
文
書
ハ
主
務
掛
ニ
於
テ
毎
冊
ノ
巻
首
ニ
番
号
目
録
ヲ
付
シ
整
綴
シ
翌
年
三
月
十
日
迄
ニ
記
録
目
録
ヲ
付
シ
第
一
課
庶
務
掛

ニ
引
渡
ス
ヘ
シ｣

(
第
六
条)

と
、
主
務
掛
が
文
書
編
綴
、
目
録
を
作
成
し
て
、
目
録
と
と
も
に
文
書
を
庶
務
掛
に
引
き
渡
し
、

文
庫
で
集
中
管
理
し
、
主
務
掛
が
必
要
な
と
き
は
借
覧
を
許
し
た
。
文
庫
内
は
火
気
を
禁
止
し
、
史
料
保
存
に
留
意
し
た
。

豊
浦
郡
は

｢

永
久
及
五
年
間
保
存
ノ
文
書
ハ
主
務
掛
ニ
於
テ
事
件
ニ
拠
リ
之
ヲ
類
別
編
輯
シ
毎
冊
ノ
巻
首
ニ
目
録
ヲ
付
シ
装
釘

ス
ヘ
シ｣

(

第
九
条)

と
、
主
務
掛
が
類
別
編
纂
し
た
。

大
島
郡
は

｢

永
年
保
存
ノ
文
書
ハ
毎
年
一
回
秋
季
ニ
於
テ
曝
乾
シ
湿
虫
害
ノ
予
防
ニ
注
意
ス
ヘ
シ｣

(

第
七
条)

と
史
料
保
存

に
注
意
し
た
。
ま
た
、｢

人
民
ヨ
リ
文
書
ヲ
閲
覧
若
ク
ハ
謄
写
セ
ン
コ
ト
ヲ
申
出
ル
ト
キ
ハ
郡
長
ノ
決
裁
ヲ
経
テ
許
否
ス
ヘ
シ
、

其
閲
覧
若
ク
ハ
謄
写
ヲ
許
ス
ト
キ
ハ
主
務
掛
員
其
場
ヘ
臨
監
ス
ヘ
シ
、
但
庁
外
ニ
携
出
ス
ル
ヲ
許
サ
ス｣

(

第
八
条)

と
、
住
民

の
郡
役
所
文
書
閲
覧
は
郡
長
の
許
可
を
条
件
と
し
て
可
能
と
し
た
。

山
口
県
庁
で
は
明
治
二
七
年
五
月
に
制
定
し
た

｢

文
書
保
存
規
程｣

に
よ
り
記
録
掛
が
集
中
管
理
す
る
こ
と
に
公
文
書
管
理
体

制
を
整
備
し
た
。
そ
れ
に
対
応
し
て
各
郡
役
所
が

｢

処
務
細
則｣
を
改
正
し
た
が
、
県
庁
同
様
に
公
文
書
を
集
中
管
理
し
た
の
は

熊
毛
郡
だ
け
で
あ
り
、
他
の
郡
役
所
で
は
主
務
掛
が
類
別
編
纂
・
保
存
し
、
目
録
を
回
付
さ
せ
た
庶
務
掛
が
公
文
書
情
報
を
管
理

し
た
。
郡
役
所
ご
と
に
独
自
の
文
書
管
理
方
法
を
採
用
し
て
お
り
、
県
庁
の
指
導
は
徹
底
し
な
か
っ
た
。
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四
、
郡
役
所
文
書
管
理
方
法
の
諮
問
・
答
申

明
治
二
九
年

(

一
八
九
六)

四
月
、
郡
分
合
法
案
が
国
会
で
可
決
さ
れ
、
郡
の
分
合
が
実
施
さ
れ
、
郡
制
を
実
施
し
た
府
県
が

多
か
っ
た
。
そ
の
準
備
の
た
め
に
明
治
二
八
年
四
月
に
内
務
省
が
郡
制
実
施
取
調
方
を
府
県
へ
照
会
し
た
。
山
口
県
で
は
そ
れ
へ

の
対
応
の
一
部
と
し
て
郡
役
所
文
書
の
作
成
・
管
理
方
法
を
調
査
し
た

(

�)

。

明
治
二
八
年
五
月
一
七
日
の
郡
市
長
集
会
に
山
口
県
知
事
が

｢

郡
役
所
記
録
ヲ
一
定
ニ
ス
ル
件｣

を
次
の
と
お
り
諮
問
し
、
同

年
八
月
中
に
答
申
す
る
こ
と
を
求
め
た
。

郡
役
所
記
録
ノ
編
纂
分
類
ヲ
一
定
ニ
シ
年
年
之
ヲ
襲
用
ス
ル
ト
キ
ハ
時
ニ
必
要
ノ
文
書
ヲ
検
出
ス
ル
ニ
臨
ミ
頗
フ
ル
便
捷
ナ

ル
ヲ
得
ン
、
然
リ
而
シ
テ
之
ヲ
各
郡
ニ
通
シ
テ
一
定
画
一
ス
ル
ト
キ
ハ
交
互
吏
員
ノ
入
換
ア
ル
ニ
於
テ
モ
甲
衙
ニ
於
テ
已
ニ

得
タ
ル
ノ
記
臆
ヲ
直
チ
ニ
乙
衙
ニ
応
用
ス
ル
ヲ
得
、
使
益
尠
ナ
カ
ラ
サ
ル
ノ
ミ
ナ
ラ
ス
、
処
務
ノ
錯
誤
ヲ
免
ル
ヘ
シ
、
然
レ

共
其
事
容
易
ナ
ラ
サ
ル
ヲ
以
テ
後
回
ノ
集
会
ニ
諮
問
ス
ル
所
ア
ル
ヘ
キ
ニ
付
各
郡
現
在
ノ
便
否
ニ
依
リ
予
シ
メ
調
査
シ
置
ク

コ
ト
ヲ
要
ス
、
故
ニ
左
ニ
掲
ク
ル
諸
項
ニ
付
見
込
ヲ
具
シ
来
ル
八
月
中
ヲ
期
シ
上
申
セ
ラ
ル
ヘ
シ

一
類
別
ノ
方
法
各
記
録
ノ
名
称

一
記
録
保
存
年
限
ノ
種
別
并
ニ
其
各
記
録
名

一
記
録
ノ
保
管
ハ
各
主
務
掛
ニ
於
テ
ス
ヘ
キ
カ
、
又
ハ
一
定
ノ
掛
ニ
総
括
保
管
ス
ヘ
キ
カ

｢

廿
八

(

朱
書)

年
五
月
十
七
日
ヨ
リ
ノ
郡
市
長
集
会
ニ
示
セ
リ｣
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郡
役
所
文
書
の
編
纂
分
類
方
法
・
保
存
年
限
・
公
文
書
管
理
担
当
部
署
を
統
一
す
る
こ
と
に
よ
り
効
率
的
な
行
政
を
実
施
す
る

こ
と
を
め
ざ
し
て
、
類
別
方
法
、
保
存
年
限
、
公
文
書
管
理
担
当
部
署
の
三
点
を
各
郡
役
所
に
諮
問
し
た
の
で
あ
る
。

こ
の
諮
問
に
対
し
て
同
年
九
月
中
に
各
郡
か
ら
上
申
が
あ
っ
た
。

(

一)

類
別
方
法

玖
珂
郡
は

｢

文
書
編
纂
保
存
規
程｣

を
上
申
書
に
添
付
し
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
第
一
条

｢

凡
テ
調
理
済
ノ
文
書
ハ
事
件
ノ
類
別

ト
保
存
期
限
ノ
種
別
ニ
ヨ
リ
編
纂
整
理
ス
ヘ
シ｣

、
第
二
条

｢

類
別
概
目
ハ
分
ッ
テ
例
規
帳
簿
雑
録
ノ
三
類
ト
シ
更
ニ
其
部
目
ヲ

細
別
ス
ヘ
シ｣

と
、
事
件
・
保
存
期
限
に
よ
り
類
別
編
纂
し
、
類
別
部
目
は
主
務
掛
が
郡
長
の
決
裁
を
得
て
定
め
、
庶
務
掛
に
通

知
し
た
。
各
掛
が
作
成
し
た
類
別
部
目
・
保
存
年
限
を
添
付
し
た
。

熊
毛
郡
は

｢

其
事
務
ノ
種
類
ニ
依
リ
区
分
シ
苟
モ
其
事
件
ニ
関
聯
ス
ル
書
類

(

必
要
ト
認
ム
ル
ト
キ
ハ
訓
令
指
令
其
他
写
ヲ
調

理
案
ニ
添
付
ス)

ハ
悉
ク
一
名
称
記
録
内
ニ
合
綴
ス
、
斯
ノ
如
ク
ス
ル
ト
キ
ハ
一
記
録
ニ
拠
リ
其
事
件
ノ
顛
末
ヲ
知
悉
ス
ル
ノ
便

ア
レ
バ
ナ
リ｣

と
、
事
件
ご
と
に
類
別
し
、
事
件
の
顛
末
を
知
悉
す
る
た
め
に
関
連
文
書
を
合
綴
し
た
。

都
濃
郡
は

｢

各
課
掛
主
管
ノ
記
録
ハ
事
件
ニ
依
リ
類
別
シ

(
略)

之
ヲ
甲
乙
丙
丁
戊
ニ
分
ケ

(

甲
ハ
将
来
循
遵
ス
ベ
キ
令
達
類

ニ
シ
テ
永
年
、
乙
ハ
重
要
事
件
ニ
係
ル
書
類
ニ
シ
テ
永
年
、
丙
ハ
拾
年
間
、
丁
ハ
五
年
間
、
戊
ハ
参
年
間
保
存
ニ
係
ル
モ
ノ)

編

纂
ス
ル
モ
ノ
ト
ス｣

と
、
事
件
・
重
要
度
・
保
存
年
限
に
よ
り
類
別
し
、｢

編
纂
法
ハ
調
理
完
結
ノ
順
序
ニ
依
リ
其
伺
指
令
照
会

応
答
等
ノ
如
キ
互
ニ
関
係
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ハ
一
纏
メ
ト
ナ
シ
編
綴
ス
ル
モ
ノ
ト
ス｣

と
、
関
連
文
書
を
編
綴
し
た
。

豊
浦
郡
は

｢

記
録
編
纂
分
類
等
ヲ
一
定
ニ
ス
ル
方
案
意
見
上
申｣

を
提
出
し
、｢
記
録
ハ
総
テ
事
務
ニ
依
リ
分
類
編
纂
ス
ル
モ
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ノ
ト
ス｣

(

第
一
条)

と
、
分
類
編
纂
を
標
準
化
す
る
た
め
に

｢

編
纂
ヲ
大
別
シ
テ
甲
乙
丙
ノ
三
種
ト
ナ
ス｣

(

第
二
条)

｢

甲
種

ハ
官
報
県
報
及
ヒ
将
来
例
規
参
照
ト
ナ
ル
ヘ
キ
県
庁
ノ
書
取
達
通
牒
及
伺
指
令
照
会
回
答
並
ニ
郡
役
所
ノ
令
達
類
ト
ス｣

(

第
三

条)
｢

乙
種
ハ
甲
種
ニ
属
セ
サ
ル
県
庁
ノ
書
取
達
通
牒
其
他
往
復
書
類
并
他
官
衙
往
復
郡
役
所
ノ
�
達
町
村
役
場
小
学
校
人
民
ノ

�
願
伺
届
及
照
会
回
答
等
ノ
書
類
ト
ス｣

(

第
四
条)

｢

丙
種
ハ
法
律
命
令

(

県
庁
ノ
令
達
モ
包
含
ス)

其
他
郡
役
所
ノ
規
定
若
ク

ハ
各
掛
ノ
必
要
ニ
依
リ
テ
設
備
ス
ヘ
キ
簿
冊
台
帳
并
�
達
綴
込
等
ノ
書
類
ト
ス｣

(

第
五
条)

と
、
書
類
を
甲
乙
丙
の
三
種
類
に

区
分
し
、
官
報
、
県
報
な
ど
の
令
達
類
を
甲
種
、
県
庁
・
市
町
村
と
の
往
復
文
書
を
乙
種
、
郡
役
所
の
規
程
や
帳
簿
類
を
丙
種
と

し
、
そ
れ
ぞ
れ
を
分
類
編
纂
す
る
た
め
に
、
詳
細
な
簿
冊
名
称
と
そ
の
保
存
年
限
を
課
・
掛
ご
と
に
列
記
し
た
。
山
口
県
庁
は

｢

豊
浦
郡
分
を
基
ト
シ
テ｣
各
郡
役
所
か
ら
提
出
さ
れ
た
簿
冊
名
称
を
勘
案
し
て

｢

記
録
ノ
名
称｣

を
作
成
し
、
簿
冊
名
称
の
統

一
を
は
か
っ
た
が
、
完
成
し
な
か
っ
た
。

各
郡
役
所
は
実
務
経
験
の
蓄
積
に
よ
り
独
自
の
類
別
基
準
を
設
定
し
て
お
り
、
県
知
事
の
諮
問
で
希
望
し
た
全
県
で
統
一
し
た

類
別
基
準
を
作
成
す
る
の
は
困
難
で
あ
っ
た
。

(

二)

保
存
年
限
と
郡
役
所
文
書

保
存
年
限
に
つ
い
て
大
島
郡
は
次
の
と
お
り
答
申
し
た
。

無
期
・
五
〇
年
・
四
〇
年
・
二
〇
年
・
一
二
年
・
一
〇
年
・
八
年
・
五
年
・
三
年
と
九
段
階
を
設
定
し
た
保
存
年
限
と
そ
れ
ぞ

れ
の
具
体
的
な
書
類
名
を
挙
げ
た
。

都
濃
郡
長
は

｢

将
来
循
遵
ス
ベ
キ
モ
ノ
及
ヒ
重
要
事
件
ニ
係
ル
モ
ノ
ト
否
ト｣

を
基
準
と
し
て
次
の
と
お
り
甲
乙
丙
丁
戊
の
五

種
類
に
分
け
た
。
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甲
は

｢

将
来
循
遵
ス
ベ
キ
令
達
類｣

、
乙
は

｢

重
要
事
件
ニ
係
ル
書
類｣

で
と
も
に
永
年
保
存
、
丙
は
一
〇
年
保
存
、
丁
は
五

年
保
存
、
戊
は
三
年
保
存
と
し
、
保
存
年
限
ハ
永
年
・
一
〇
年
・
五
年
・
三
年
の
四
段
階
で
あ
っ
た
。

厚
狭
郡
は

｢

一
時
限
ノ
用
ニ
止
マ
ル
モ
ノ｣

を
一
年
保
存
、｢

較
々
重
キ
モ
ノ｣

を
五
年
保
存
、｢

後
来
ノ
例
証
参
考
ト
ネ
ル
ヘ

キ
モ
ノ｣
を
永
年
保
存
と
し
た
。

玖
珂
郡
は
保
存
期
限
区
分
は
主
務
者
が
立
案
し
て
回
議
用
紙
に
標
示
し
た
。

保
存
年
限
を
も
っ
と
も
細
別
し
た
の
は
大
島
郡
で
あ
り
、
無
期
か
ら
三
年
ま
で
の
九
段
階
と
し
た
。
都
濃
郡
は
四
段
階
で
あ
り
、

そ
の
ほ
か
、
佐
波
、
吉
敷
、
豊
浦
、
美
祢
、
大
津
各
郡
は
永
年
保
存
、
五
年
保
存
、
一
年
保
存
の
三
種
類
に
類
別
し
、
熊
毛
、
阿

武
見
島
各
郡
は
永
年
保
存
と
五
年
保
存
の
二
種
類
と
し
た
。

類
別
基
準
と
同
様
に
保
存
年
限
の
設
定
お
よ
び
そ
の
基
準
は
各
郡
役
所
独
自
に
経
験
を
積
み
重
ね
て
お
り
、
県
知
事
の
期
待
に

反
し
て
標
準
化
は
困
難
で
あ
る
と
の
答
申
で
あ
っ
た
。

(

三)

郡
役
所
文
書
管
理
担
当
部
署

大
島
郡
は
郡
役
所
文
書
管
理
担
当
部
署
に
つ
い
て｢
一
記
録
ノ
保
管
ハ
庶
務
掛
ニ
於
テ
ス｣

と
規
定
し
、
庶
務
掛
が
担
当
し
て
、

集
中
管
理
す
る
と
答
申
し
た
。

豊
浦
郡
は
官
報
、
県
報
な
ど
の
甲
種
記
録
を
庶
務
掛
が
保
管
し
、
文
書
の
中
心
で
あ
る
乙
種
・
丙
種
は
主
務
掛
が
保
管
し
、
翌

年
二
月
ま
で
に
庶
務
掛
に
書
類
を
回
付
し
、｢

庶
務
掛
ニ
於
テ
ハ
郡
役
所
記
録
台
帳
ヲ
設
備
シ
各
掛
ヨ
リ
回
付
ス
ル
所
ノ
記
録
及

冊
数
等
ヲ
登
記
シ
其
原
本
ヲ
保
管
ス
ル
モ
ノ
ト
ス｣

と
、
庶
務
掛
が
目
録
と
と
も
に
原
本
を
集
中
管
理
し
た
。

文
書
管
理
担
当
部
署
に
つ
い
て
大
島
・
豊
浦
郡
以
外
の
郡
役
所
は
主
務
掛
が
担
当
と
答
申
し
た
。
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し
か
し
、
主
務
掛
保
管
と
し
た
都
濃
郡
は
官
報
、
県
報
と

｢

郡
ノ
令
達
等｣

は
庶
務
掛
が
保
管
し
、
そ
れ
以
外
の
記
録
は
主
務

掛
が
保
管
し
た
。
吉
敷
郡
は

｢

上
司
ノ
訓
令
、
達
、
告
示
、
指
令
并
ニ
当
処
ヨ
リ
発
ス
ル
訓
令
、
達
、
告
示
、
指
令
、
若
ク
ハ
機

密
ニ
渉
ル
モ
ノ
重
大
ナ
ル
モ
ノ
等
ハ
別
ニ
郡
役
処
ヲ
通
シ
庶
務
掛
ニ
於
テ
逐
号
編
纂
ヲ
行
ハ
ン
ト
ス｣

と
、
訓
令
や
重
大
な
書
類

は
庶
務
掛
が
編
纂
し
て
保
管
し
た
。
官
報
、
県
報
、
知
事
訓
令
、
郡
長
ヘ
の
指
令
な
ど
の
庶
務
掛
編
纂
の
書
類
と
、
そ
れ
以
外
の

主
務
掛
編
纂
の
書
類
を
別
紙
に
掲
げ
て
報
告
し
た
。
美
祢
郡
も
官
報
、
県
報
、
機
密
文
書
綴
を
庶
務
掛
が
保
存
し
、
そ
れ
以
外
の

書
類
は
主
務
掛
が
編
纂
保
存
し
た
。
大
津
郡
は
毎
年
二
月
に
記
録
目
録
を
庶
務
掛
に
回
付
し
、｢

取
締
ヲ
ナ
ス｣

と
目
録
情
報
に

よ
っ
て
庶
務
掛
が
郡
役
所
文
書
を
統
制
し
た
が
、
原
本
は
主
務
掛
が
保
管
し
た
。

明
治
二
七
年(

一
八
九
四)
の
規
程
で
は
庶
務
掛
が
集
中
管
理
し
て
い
た
熊
毛
郡
は｢

記
録
ハ
其
主
務
掛
ニ
於
テ
保
管
ス｣

と
、

主
務
掛
の
分
散
管
理
を
上
申
し
た
。
し
か
し
、｢

主
務
掛
ニ
於
テ
已
ニ
参
照
ノ
要
ナ
シ
ト
認
ム
ル
モ
ノ
ハ
其
都
度
引
渡
録
ヲ
添
ヘ

庶
務
掛
ヘ
回
付
セ
シ
ム｣

と
、
主
務
掛
が
非
現
用
と
判
断
し
た
原
本
を
回
付
さ
れ
た
庶
務
掛
が
保
管
し
た
の
で
、
一
部
の
文
書
は

庶
務
掛
が
集
中
管
理
し
た
。

ま
た
、
阿
武
見
島
郡
は

｢

記
録
ノ
編
纂
保
管
ハ
別
ニ
掛
ヲ
置
キ
総
括
保
管
ス
ル
ヲ
可
ト
ス
レ
ト
モ
人
少
ニ
テ
別
ニ
掛
ヲ
置
ク
ヲ

得
サ
ル
ヲ
以
テ
各
主
務
掛
ニ
於
テ
編
纂
保
管
セ
リ｣
と
、
総
括
保
管
す
る
専
任
の
部
署
を
設
け
る
の
が
理
想
だ
が
、
人
員
が
少
な

い
の
で
や
む
を
え
ず
主
務
掛
が
編
纂
保
管
す
る
と
現
状
を
報
告
し
た
。

玖
珂
郡
も
、｢

一
定
ノ
掛
ニ
於
テ
総
括
保
管
ス
ル
ニ
如
カ
ズ
ト
雖
ト
モ
専
務
者
ヲ
置
ク
ニ
ア
ラ
サ
レ
ハ
実
行
ヲ
望
ム
ヘ
カ
ラ
ス
、

僅
少
ノ
吏
員
ヲ
以
テ
之
レ
カ
為
メ
増
掛
或
ハ
専
務
者
ヲ
設
ク
ル
カ
如
キ
ハ
到
底
為
シ
得
ヘ
キ
事
ニ
ア
ラ
ザ
ル
ガ
故
ニ
各
主
務
掛
ニ

於
テ
保
管
セ
シ
ム
ル
ノ
外
便
法
ナ
キ
モ
ノ
ト
思
考
ス｣

と
、
予
算
・
人
員
の
限
ら
れ
た
条
件
の
な
か
で
は
集
中
管
理
は
困
難
で
あ

り
、
分
散
管
理
が
妥
当
と
す
る
現
実
的
な
対
応
を
答
申
し
た
。
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厚
狭
郡
は
、｢

一
定
ノ
掛
ニ
於
テ
総
括
保
管
ヲ
ナ
ス
ハ
完
全
ナ
ル
方
法
ニ
似
タ
リ
ト
雖
ト
モ
其
実
反
テ
取
締
上
不
便
ノ
虞
ア
ル

ヘ
キ
ヲ
覚
フ
、
故
ニ
各
主
務
掛
ニ
於
テ
保
管
ス
ル
ノ
優
レ
ル
ニ
如
カ
サ
ル
ナ
リ｣

と
、
原
理
的
に
も
集
中
管
理
を
否
定
し
た
。

県
知
事
の
諮
問
に
対
す
る
答
申
を
と
お
し
て
、
郡
役
所
文
書
の
類
別
、
保
存
年
限
に
つ
い
て
行
政
経
験
蓄
積
に
伴
い
、
県
庁
と

と
も
に
各
郡
役
所
で
統
一
し
た
基
準
を
模
索
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
が
、
担
当
部
署
に
つ
い
て
は
原
理
的
に
も
見
解
が
分
か
れ
、

県
庁
の
期
待
に
沿
う
こ
と
は
な
か
っ
た
。

そ
の
ほ
か
史
料
保
存
に
つ
い
て｢

文
書(

編
纂)

保
存
規
程｣

を
設
け
て
規
定
し
た
の
は
熊
毛
、
玖
珂
、
大
津
、
佐
波
、
豊
浦
、

吉
敷
、
阿
武
見
島
、
美
祢
の
各
郡
役
所
で
あ
る
。

玖
珂
郡
で
は
、｢

目
録
謄
本
ヲ
庶
務
掛
ニ
回
付
シ
原
本
ハ
主
務
掛
ニ
於
テ
保
存
ス
ヘ
シ｣

(

第
一
八
条)

と
、
目
録
に
よ
り
文
書

情
報
を
庶
務
掛
が
管
理
し
た
。
た
だ
し
、｢

文
書
ハ
常
ニ
使
用
ス
ル
モ
ノ
ヽ
外
ハ
総
テ
記
録
庫
ニ
収
蔵
ス
ヘ
シ｣

(

第
二
三
条)

と
、

郡
役
所
文
書
の
保
管
空
間
を
固
定
し
た
。｢
記
録
庫
内
ニ
於
テ
ハ
喫
咽
其
他
一
切
火
気
ヲ
使
用
ス
ル
ヲ
許
サ
ス
、
若
シ
要
急
ノ
事

件
ア
リ
テ
夜
間
記
録
庫
ニ
入
ル
ト
キ
ハ
篤
ク
燭
火
ニ
注
意
ス
ヘ
シ｣

(

第
二
六
条)

、｢

永
年
保
存
ノ
文
書
ハ
毎
年
一
回
秋
季
ニ
於

テ
曝
乾
シ
湿
虫
害
ノ
予
防
ニ
注
意
ス
ヘ
シ｣

(
第
二
八
条)

と
、
史
料
保
存
に
留
意
し
た
。
ま
た
、｢

古
文
書
ハ
総
テ
永
年
保
存
ト

シ
別
ニ
記
録
台
帳
ヲ
製
シ
第
一
課
庶
務
掛
ニ
於
テ
保
管
ス
ヘ
シ｣

(

第
二
二
条)

と
、
非
現
用
文
書
と
な
っ
た
近
世
の
古
文
書
は

庶
務
掛
が
集
中
管
理
し
た
。
ま
た

｢

書
籍
文
書
類
ヲ
閲
覧
セ
ン
ト
ス
ル
者
ハ
掛
員
ニ
要
求
シ
、
掛
員
指
定
ノ
場
所
ニ
於
テ
閲
覧
ス

ヘ
シ｣
(

二
九
条)

と
閲
覧
規
定
を
設
け
て
お
り
、
そ
れ
も
庁
内
掛
員
だ
け
で
な
く
、｢

町
村
吏
員
及
人
民
ヨ
リ
文
書
ノ
閲
覧
若
ク

ハ
謄
写
セ
ン
コ
ト
ヲ
申
出
ル
ト
キ
ハ
郡
長
ノ
決
裁
ヲ
経
テ
許
否
ス
ヘ
シ｣

(

第
三
二
条)

と
、
人
民
か
ら
の
文
書
閲
覧
要
求
に
対

し
て
を
郡
長
決
裁
、
庁
外
持
ち
出
し
禁
止
、
掛
員
立
会
を
条
件
と
し
て
許
可
し
た
。
県
庁
文
書
の
閲
覧
と
同
様
に
郡
役
所
文
書
の

住
民
へ
の
公
開
規
定
を
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
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大
津
郡
で
も
文
書
の
庁
外
携
出
禁
止
、
年
一
度
の
曝
書
、
文
庫
内
で
の
禁
煙
・
火
気
厳
禁
を
規
定
し
た
。

｢
文
書

(

編
纂)

保
存
規
程｣

は
郡
に
よ
り
異
な
る
が
、
保
存
年
限
の
基
準
、
類
別
区
分
の
担
当
部
署
、
原
本
保
存
と
目
録
作

成
、
文
書
保
存
や
公
開
に
つ
い
て
規
定
し
た
。

山
口
県
の
郡
役
所
文
書
管
理
体
制
は
県
庁
が
そ
の
標
準
化
を
意
識
し
は
じ
め
て
い
た
が
、
分
散
管
理
、
集
中
管
理
に
つ
い
て
も

明
治
二
八
年
に
な
っ
て
も
不
統
一
で
あ
っ
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。

こ
の
諮
問
、
答
申
に
も
と
づ
い
て
山
口
県
が

｢

郡
役
所
文
書
保
存
規
程｣

作
成
を
検
討
し
た
。

全
二
七
条
と
し
、
巻
末
に
各
課
掛
ご
と
の
記
録
名
称
、
保
存
年
限
の
原
案
を
郡
役
所
の
実
例
を
比
較
検
討
し
て
作
成
し
、
県
内

全
郡
役
所
の
文
書
管
理
を
統
一
し
よ
う
と
し
た
。

保
存
年
限
は
永
年
・
五
年
・
一
年
の
三
種
類
と
し
、
そ
れ
ぞ
れ
の
基
準
を
示
し
た
。
書
類
の
編
纂
は
主
務
掛
が
実
施
し
、
目
録

と
と
も
に
翌
年
三
月
迄
に
庶
務
掛
に
引
き
渡
し
た
。
保
存
期
限
満
了
の
書
類
は
三
年
間
保
留
し
て

｢

無
用｣

と
認
定
し
た
も
の
を

会
計
掛
に
交
付
し
て
廃
棄
し
た
。
保
存
書
類
は
文
庫
で
閲
覧
し
、
借
用
は
庶
務
掛
が
手
続
を
担
当
し
た
。
町
村
吏
員
お
よ
び
人
民

の
閲
覧
・
謄
写
は
庶
務
掛
が
主
務
掛
と
合
議
し
郡
長
の
許
可
を
得
て
実
施
し
た
。
原
本
保
存
上
取
扱
に
留
意
し
、
非
常
持
ち
出
し
、

秋
季
に
曝
書
、
文
庫
の
鍵
の
保
管
、
禁
煙
・
火
気
禁
止
、
毎
年
一
二
月
に
文
書
図
書
簿
冊
な
ど
の
調
査
を
実
施
し
、
郡
長
に
報
告

さ
せ
た
。
こ
の
規
程
を
契
機
に
全
郡
役
所
で
各
掛
保
管
の
書
類
は
す
べ
て
庶
務
掛
に
引
き
渡
す
こ
と
に
し
、
郡
役
所
文
書
の
集
中

管
理
を
実
施
し
よ
う
と
し
た
。
編
纂
類
別
は
主
務
掛
が

｢

事
件
ニ
因
リ
分
類
ス
ル｣

と
抽
象
的
に
基
準
を
示
し
、
郡
長
の
裁
可
を

経
て
定
め
、
そ
の
結
果
を
庶
務
掛
に
通
報
し
、
全
庁
の
類
別
情
報
を
庶
務
掛
が
管
理
す
る
こ
と
に
し
た
。
し
か
し
、
こ
の
規
程
は

決
定
で
き
な
か
っ
た
よ
う
だ
。

明
治
三
〇
年

(

一
八
九
七)

一
月
に
改
正
し
た

｢

山
口
県
都
濃
郡
役
所
処
務
細
則

(

�)｣

は
全
五
八
条
で
、
第
一
章

｢

総
則｣

、
第
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二
章

｢

事
務
分
掌｣

、
第
三
章

｢

文
書
取
扱｣

、
第
四
章

｢

文
書
例
式｣

の
構
成
で
あ
り
、｢

調
理
済
ノ
文
書
ハ
主
務
掛
ニ
於
テ
編

纂
シ
毎
年
三
月
前
年
分
ノ
記
録
目
録
ヲ
製
シ
記
録
ト
共
ニ
庶
務
掛
ヘ
回
付
ス
ヘ
シ｣

(

第
五
三
条)

と
、
主
務
係
が
類
別
編
纂
し

て
庶
務
掛
が
郡
役
所
文
書
を
集
中
管
理
し
た
。
明
治
三
五
年

(

一
九
〇
二)

一
〇
月
改
正
の
処
務
細
則
で
も
こ
の
規
定
を
ほ
ぼ
踏

襲
し
た
。

同
三
〇
年
四
月
に
改
正
し
た
厚
狭
郡
の

｢

処
務
細
則｣

は
、
全
六
六
条
で
あ
り
、
第
一
章

｢

総
則｣

、
第
二
章

｢

事
務
取
扱｣

、

第
三
章

｢

記
録
取
扱｣
、
第
四
章

｢

文
書
例
式｣

、
第
五
章

｢

帳
簿
書
式｣

の
構
成
で
あ
る
。｢

調
査

(

マ
マ)

済
ノ
文
書
ハ
主
務
掛
ニ
於
テ

類
別
編
纂
シ
翌
年
三
月
限
リ
一
ケ
年
分
ノ
記
録
目
録
ヲ
作
リ
之
ヲ
庶
務
掛
ニ
回
付
ス
ヘ
シ｣

(

第
四
六
条)

と
、
主
務
掛
が
類
別

編
纂
、
記
録
目
録
を
作
成
し
、
そ
れ
を
庶
務
掛
に
回
付
し
て
、
原
本
は
主
務
掛
が
保
管
し
、
主
務
掛
は
そ
の
目
録
を
保
管
す
る
よ

う
に
も
み
え
る
。
し
か
し
、｢

文
書
ハ
常
ニ
記
録
庫
ニ
収
蔵
シ
決
シ
テ
散
逸
セ
シ
ム
ヘ
カ
ラ
ス｣

(

第
五
〇
条)

と
郡
役
所
文
書
の

保
管
空
間
の
固
定
化
、
記
録
庫
内
で
の
禁
煙
、
火
気
厳
禁
な
ど
を
規
定
し
て
い
る
の
で
、
目
録
と
と
も
に
記
録
を
庶
務
掛
に
引
き

渡
し
た
よ
う
だ
。

明
治
三
二
年

(

一
八
九
九)

七
月
一
一
日
に
山
口
県
は

｢

郡
役
所
処
務
通
則｣

を
改
正
し
、
八
月
一
日
か
ら
施
行
し
た

(｢

山

口
県
報｣)

。
同
二
七
年
の
通
則
と
ほ
ぼ
同
文
で
あ
る
が
第
一
課
の
事
務
分
掌
に
学
務
、
衛
生
、
兵
事
、
社
寺
、
戸
籍
、
第
二
課
に

勧
業
・
土
木
・
地
理
を
加
え
、
二
課
の
掛
を
指
定
し
て
組
織
の
標
準
化
を
は
か
っ
た
。
翌
三
三
年
四
月
一
三
日
に
改
正
し
、
学
務

担
当
の
第
三
課
を
設
置
し
た

(｢

山
口
県
報｣)

。

同
三
二
年
一
二
月
一
五
日
に
改
正
を
届
け
出
た
大
島
郡
の

｢

処
務
細
則｣

は
、｢

凡
ソ
調
理
結
了
ノ
文
書
ハ
記
録
分
類
編
纂
保

存
方
法
ニ
依
リ
整
理
ス
ヘ
シ｣

(

第
四
一
条)

と
改
正
し
、
文
書
保
管
方
法
に
つ
い
て
処
務
細
則
で
は
規
定
せ
ず
、
別
に

｢

記
録

分
類
編
纂
保
存
方
法｣

を
設
け
て
そ
れ
に
依
る
こ
と
に
し
た
。
吉
敷

(

三
五
年
二
月
、
三
八
年
一
一
月
改
正
で
も
踏
襲)

、
大
津
、
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佐
波
各
郡
で
も
同
様
で
あ
る
。

明
治
三
二
年
八
月
に

｢

処
務
細
則｣

を
改
正
し
た
阿
武
郡
は

｢

文
書
保
存
規
程｣

を
設
け
た
。
永
年
と
五
年
の
保
存
年
限
区
分

の
基
準
を
挙
例
し
、
保
存
区
分
は
主
務
者
が
文
書
欄
外
に
標
示
し
、
類
別
部
目
は
各
掛
が
郡
長
の
決
判
を
得
て
定
め
、
主
務
掛
が

簿
冊
に
目
録
を
付
し
て
編
綴
す
る
こ
と
を
定
め
た
が
、
庶
務
掛
へ
の
回
付
は
規
定
し
て
い
な
い
。
庶
務
掛
に
よ
る
集
中
管
理
方
式

が
多
く
は
な
っ
た
が
、
す
べ
て
の
郡
役
所
が
同
一
の
文
書
管
理
方
法
を
採
用
し
た
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
大
正
一
二
年

(

一
九

二
三)

一
二
月
二
一
日
に
改
正
し
た

｢

阿
武
郡
役
所
処
務
細
則

(

�)｣

で
は
、｢

各
係
ニ
於
テ
ハ
記
録
及
簿
冊
ノ
目
録
ヲ
調
製
シ
暦
年

ノ
モ
ノ
ハ
翌
年
一
月
末
迄
ニ
会
計
年
度
ノ
モ
ノ
ハ
翌
年
度
七
月
末
迄
ニ
記
録
及
簿
冊
ト
共
ニ
庶
務
係
ニ
引
継
ク
ヘ
シ｣

(

第
二
五

条)

と
、
主
務
係
が
分
類
編
纂
・
目
録
作
成
し
て
原
本
を
庶
務
係
に
引
き
継
ぐ
と
規
定
し
た
。

明
治
三
八
年

(

一
九
〇
五)
一
一
月
四
日
に
山
口
県
は

｢

郡
役
所
処
務
通
則｣

を
改
正
し
、
同
年
一
二
月
一
日
に
施
行
し
た

(｢

山
口
県
報｣)

。
全
四
条
と
簡
略
化
し
、
郡
長
の
職
務
権
限
、
庶
務
係
・
財
務
係
・
兵
事
係
・
学
務
係
・
勧
業
係
の
五
係
設
置
と

そ
の
事
務
分
掌
を
定
め
、
郡
長
は
庶
務
・
服
務
に
関
す
る
細
則
を
設
け
、
知
事
の
認
可
を
得
る
こ
と
を
規
定
し
た
。
庶
務
係
の
事

務
分
掌
の
う
ち
に

｢

文
書
ノ
往
復
及
記
録
ニ
関
ス
ル
事
項｣

が
あ
る
。

同
年
に
各
郡
役
所
が
改
正
し
た

｢

郡
役
所
処
務
細
則｣
の
構
成
は
三
章
か
ら
九
章
、
一
七
条
か
ら
六
三
条
ま
で
と
大
き
く
ば
ら

つ
き
が
あ
り
、
形
式
面
で
標
準
化
し
た
と
は
い
え
な
い

(

�)
。｢
事
件
完
結
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
主
任
ハ
五
日
以
内
ニ
文
書
編
纂
例
規
ノ
定

ム
ル
所
ニ
従
ヒ
完
結
月
日
ノ
順
序
ニ
依
リ
其
ノ
部
類
及
保
存
年
限
等
ヲ
区
別
シ
編
纂
ス
ヘ
シ｣

(

大
島
郡
、
第
三
二
条)

と
、
完

結
文
書
を

｢

文
書
編
纂
例
規｣

な
ど
別
の
規
程
に
よ
り
整
理
す
る
と
し
た
郡
役
所
は
大
島
、
吉
敷
、
美
祢

(

庶
務
掛
へ
原
文
書
回

付
も
規
定)

、
佐
波
、
大
津
、
美
祢
、
玖
珂
、
豊
浦
の
八
郡
役
所
、｢

各
係
ニ
於
テ
ハ
毎
年
三
月
限
リ
前
年
分
ノ
記
録
目
録
ヲ
作
リ

記
録
ト
共
ニ
庶
務
係
ニ
回
付
ス
ヘ
シ｣

(

厚
狭
郡
、
第
三
九
条)

と
、
主
務
掛
が
編
纂
し
て
目
録
と
と
も
に
原
文
書
を
庶
務
掛
ヘ
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回
付
す
る
こ
と
を
明
記
し
た
の
が
都
濃
、
熊
毛
、
厚
狭
、
美
祢
の
四
郡
役
所
で
あ
る
。
庶
務
係
へ
公
文
書
を
回
付
す
る
郡
役
所
が

多
く
、
庶
務
係
が
集
中
管
理
す
る
こ
と
に
文
書
管
理
方
法
は
統
合
さ
れ
は
じ
め
た
よ
う
だ
。

大
正
三
年

(

一
九
一
四)

一
一
月
一
〇
日
に
山
口
県
は

｢

郡
役
所
文
書
編
纂
保
存
規
程｣

を
設
け
た

(｢

山
口
県
報｣)

。
全
一

八
条
と
し
、
文
書
は
分
類
と
保
存
期
間
と
に
よ
り
区
別
し
て
編
纂
保
存
す
る
こ
と
を
規
定
し
、
保
存
期
間
は
永
久
保
存
、
一
〇
年

保
存
、
一
年
保
存
の
三
種
類
と
し
、
そ
の
基
準
を
示
し
、
末
尾
に
詳
細
な

｢

郡
役
所
記
録
分
類
名
称｣

を
添
付
し
た
。
庶
務
係
な

ど
の
主
管
、｢

郡
行
政
ニ
関
ス
ル
書
類｣

な
ど
文
書
の
名
称
、
備
考
に
相
当
す
る
摘
要
、
保
存
期
間
を
記
し
た
。
記
録
名
称
を
詳

細
に
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
全
県
的
に
郡
役
所
文
書
の
名
称
の
標
準
化
を
は
か
っ
た
の
で
あ
る
。
明
治
二
八
年

(

一
八
九
五)

に

県
庁
が
各
郡
役
所
に
文
書
管
理
方
法
を
照
会
し
、｢

記
録
ノ
一
定｣

の
た
め
の
原
案
を
作
成
し
た
が
実
現
で
き
な
か
っ
た
規
程
が

や
っ
と
実
を
結
ん
だ
の
で
あ
る
。

｢

編
纂
ヲ
終
リ
タ
ル
記
録
及
使
用
ヲ
了
シ
タ
ル
簿
冊
ハ
年
別
又
ハ
年
度
別
ト
シ
若
ク
ハ
種
類
別
ニ
年
次
ヲ
逐
ヒ
文
庫
内
ニ
収
蔵

保
存
ス
ヘ
シ｣

(

第
一
四
条)

と
、
完
結
文
書
を
整
理
し
て
文
庫
に
集
中
管
理
す
る
こ
と
を
規
定
し
た
が
、
そ
の
主
体
に
つ
い
て

は
触
れ
て
い
な
い
。｢

文
庫
ハ
常
ニ
清
潔
ヲ
保
持
シ
且
記
録
及
簿
冊
ノ
出
納
又
ハ
閲
覧
ヲ
為
ス
ト
キ
ハ
之
ヲ
鄭
重
ニ
取
扱
ヒ
汚
損

若
ク
ハ
錯
乱
等
ノ
コ
ト
ナ
キ
ヲ
期
ス
ヘ
シ｣

(

第
一
五
条)

と
、
史
料
整
理
保
存
に
留
意
さ
せ
、
ま
た
、
毎
年
一
回
曝
乾
を
さ
せ

た
。｢

事
務
室
内
ニ
存
置
セ
ル
記
録
及
簿
冊
等
ニ
シ
テ
重
要
ナ
ル
モ
ノ
ハ
平
素
他
ノ
文
書
ト
其
ノ
所
在
ヲ
区
別
シ
非
常
変
災
ニ
当

リ
直
ニ
所
外
ニ
持
出
シ
得
ル
ヤ
ウ
相
当
設
備
ヲ
為
シ
置
ク
ヘ
シ｣

(
第
一
六
条)

と
、
事
務
室
に
あ
る
重
要
文
書
の
非
常
持
ち
出

し
を
規
定
し
た
が
、
文
庫
以
外
に
重
要
文
書
を
主
務
係
が
分
散
管
理
す
る
実
態
を
認
め
て
い
る
こ
と
に
な
る
。

郡
役
所
が
実
務
経
験
を
蓄
積
す
る
な
か
で
、
山
口
県
庁
が
明
治
一
二
年

(
一
八
七
九)

に

｢

郡
区
処
務
条
例｣

、
同
一
九
年

(

一
八
八
六)

に｢

郡
区
役
所
職
務
規
程
通
則｣

、｢

郡
役
所
文
書
取
扱
概
則｣

、
同
二
三
年(

一
八
九
〇)

に｢

郡
役
所
処
務
通
則｣
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な
ど
を
定
め
て
事
務
処
理
方
法
の
標
準
化
を
は
か
っ
た
が
、
郡
役
所
の
判
断
で
多
様
な
事
務
処
理
方
法
を
採
用
し
、
標
準
化
は
実

現
し
な
か
っ
た
。
明
治
二
八
年

(

一
八
九
五)

に
は

｢

記
録
ノ
一
定｣

を
は
か
る
た
め
に
各
郡
役
所
へ
照
会
し
、
そ
の
実
態
を
掌

握
し
て
標
準
化
を
は
か
っ
た
が
こ
の
試
み
も
実
現
し
な
か
っ
た
。
山
口
県
で
は
明
治
三
八
年

(

一
九
〇
五)

の

｢

郡
役
所
処
務
通

則｣

改
正
を
契
機
に
各
郡
役
所
で
改
正
し
た

｢

処
務
細
則｣

に
標
準
化
の
傾
向
が
あ
ら
わ
れ
、
大
正
三
年

(

一
九
一
四)

の

｢

郡

役
所
文
書
編
纂
規
程｣

の
制
定
に
よ
り
標
準
化
が
実
現
し
た
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
そ
の
一
二
年
後
に
は
郡
役
所
そ
の
も
の
が

廃
止
さ
れ
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。

五
、
町
村
役
場
の
文
書
管
理
方
法

町
村
役
場
の
文
書
管
理
方
法
に
関
す
る
史
料
は
管
見
の
限
り
で
は
断
片
的
な
保
存
で
あ
る
の
で
、
系
統
的
に
は
な
ら
な
い
が
、

判
明
す
る
範
囲
で
検
討
す
る
。

明
治
一
三
年

(

一
八
八
〇)

一
月
二
九
日
、
公
有
記
録
保
存
の
内
務
省
達
を
受
け
て
、
山
口
県
が
戸
長
役
場
に
対
し
て

｢

各
町

村
記
録
文
書
之
儀
ハ
厳
重
ニ
保
存
ス
ヘ
キ
ハ
勿
論
候
処
紛
乱
散
佚
或
ハ
水
火
ノ
災
ニ
罹
リ
候
テ
ハ
後
日
ノ
照
会
ヲ
失
ヒ
事
務
ノ
困

難
ヲ
生
ジ
不
都
合
候
条
厚
ク
取
締
可
致｣

と
、｢

記
録
絵
図
面
等
目
録｣

を
作
成
し
、
一
通
を
戸
長
役
場
、
一
通
を
郡
区
役
所
へ

提
出
す
る
こ
と
を
求
め
た

(

�)

。

町
村
役
場
文
書
の
管
理
方
法
を
最
初
に
規
定
し
た
の
は
、
明
治
一
六
年

(

一
八
八
三)

一
一
月
八
日
に
制
定
し
た

｢

戸
長
及
ヒ

戸
長
役
場
用
掛
職
務
心
得｣

で
あ
ろ
う
。
全
一
一
条
で
戸
長
・
用
掛
の
職
務
権
限
と
官
印
・
出
勤
簿
・
宿
直
な
ど
に
つ
い
て
定
め

た
。
同
日
に
定
め
た

｢

戸
長
役
場
記
録
編
纂
手
続｣

で
は

｢

総
テ
記
録
ハ
事
件
ニ
因
リ
類
別
シ
数
年
ノ
後
ニ
至
ル
マ
テ
接
続
編
纂
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ス
ヘ
シ｣

(

第
一
条)

と
、
事
件
に
よ
り
類
別
編
纂
す
る
こ
と
を
定
め
、｢

記
録
分
類
ノ
方
法
ハ
予
メ
郡
区
長
ヘ
稟
議
ノ
上
之
ヲ
定

メ
容
易
ニ
変
更
ス
ヘ
カ
ラ
ス｣

(

第
三
条)

と
、
分
類
方
法
を
郡
区
長
に
稟
議
し
て
一
定
に
す
る
こ
と
と
し
た

(

�)

。

明
治
一
七
年(

一
八
八
四)

一
〇
月
二
八
日
に
山
口
県
庶
務
課
へ
届
け
出
た｢

玖
珂
郡
各
戸
長
役
場
記
録
分
類
編
纂
方
法｣

は
、

玖
珂
郡
戸
長
集
会
で

｢

玖
珂
郡
戸
長
集
会
章
程｣

｢

同
郡
戸
長
集
会
議
事
細
則｣

｢

同
郡
各
戸
長
役
場
事
務
章
程｣

な
ど
と
と
も
に

議
決
し
た
も
の
で
あ
る

(

�)

。｢

玖
珂
郡
各
戸
長
役
場
事
務
章
程｣

は
、
戸
長
役
場
に
庶
務
科
・
租
税
科
・
出
納
科
の
三
科
を
置
き
、

庶
務
科
に
庶
務
部
・
記
録
部
な
ど
八
部
、
租
税
科
に
七
部
、
出
納
科
に
一
部
を
設
置
し
、
三
科
一
六
部
の
組
織
編
成
と
し
た
。
そ

の
う
ち
庶
務
科
記
録
部
の
事
務
分
掌
は｢

総
テ
記
録
ハ
事
件
ニ
依
リ
類
別
シ(

僅
少
ノ
事
件
ヲ
数
類
合
綴
ス
ル
ハ
此
限
ニ
ア
ラ
ズ)

、

数
年
ノ
後
ニ
至
ル
マ
テ
接
続
編
纂
ス
ル
コ
ト｣

、｢

�
記
録
帳
簿
図
書
書
籍
類
ヲ
管
守
保
存
ノ
事｣

な
ど
一
三
件
を
挙
げ
、
庶
務
科

が
戸
長
役
場
文
書
を
類
別
・
編
纂
し
て
保
存
し
た
。

明
治
二
〇
年

(

一
八
八
七)

一
月
改
正
の

｢

玖
珂
郡
各
町
村
戸
長
役
場
処
務
細
則

(

�)｣

は
、
第
一
章

｢

総
則｣

、
第
二
章

｢

第
一

科
事
務
分
掌｣

、
第
三
章｢

第
二
科
事
務
分
掌｣
、
第
四
章｢

第
三
科
事
務
分
掌｣

、
第
五
章｢

文
書
取
扱｣

、
第
六
章｢

文
書
例
式｣

の
全
六
章
五
七
条
の
構
成
で
あ
る
。
組
織
は
第
一
科

(

事
務
分
掌
は
庶
務
・
戸
籍
・
会
務
・
勧
業
・
兵
事)

、
第
二
科

(

土
木
・

学
務
・
衛
生
・
会
計)

、
第
三
科

(

国
税
・
地
方
税
・
町
村
費
・
地
券)

と
、
明
治
一
七
年
と
同
じ
三
科
で
は
あ
る
が
、
名
称
・

事
務
分
掌
を
変
更
し
た
。
庶
務
の
事
務
分
掌
四
九
件
の
う
ち
、｢

法
律
勅
令
閣
省
令
県
令
本
郡
告
示
其
他
達
書
官
報
本
衙
町
村
内

達
示
ヲ
編
纂
保
存
ス
ル
事｣

｢

役
場
中
書
籍
保
管
ノ
事｣

｢

役
場
中
記
録
編
纂
類
別
方
法
ノ
事｣

｢

役
場
中
記
録
目
録
ヲ
編
製
ス
ル

事｣
(

第
六
条)

な
ど
を
挙
げ
、
第
一
科
記
録
部
は
廃
止
し
、
文
書
主
任
を
置
き
庶
務
の
事
務
分
掌
に
文
書
管
理
を
含
め
た
。｢

凡

ソ
文
書
ハ
調
理
完
結
セ
ハ
主
任
ニ
於
テ
類
別
編
纂
ス
ヘ
シ｣

(

第
四
五
条)
と
、
主
務
科
が
類
別
編
纂
し
、
分
散
管
理
し
た
。

同
年
八
月
に
改
正
し
た

｢

厚
狭
郡
戸
長
役
場
処
務
規
程｣

で
は
、
第
一
章

｢
事
務
章
程｣

、
第
二
章

｢

文
書
取
扱｣

、
第
三
章
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｢

文
書
例
式｣

、
第
四
章

｢

吏
員
心
得｣

、
第
五
章

｢

宿
直
心
得｣

の
全
五
章
四
一
条
の
構
成
で
あ
っ
た
。
組
織
は
第
一
掛
・
第
二

掛
を
設
け
、
文
書
の
受
け
付
け
な
ど
は
往
復
科
が
担
当
し
、
文
書
は
主
務
科
が
編
纂
保
存
し
た
。

同
年
一
二
月
に
大
島
郡
戸
長
集
会
で
決
議
し
た

｢

戸
長
役
場
処
務
細
則｣

は
、
第
一
章

｢

総
則｣

、
第
二
章

｢

事
務
分
担｣

、
第

三
章

｢
事
務
取
扱
例｣

、
第
四
章

｢

宿
直
心
得｣

の
全
四
章
四
七
条
と
し
、｢

吏
員
心
得｣

は
別
に
定
め
た
。
組
織
は
第
一
科
、
第

二
科
の
二
科
一
二
係
と
し
、
そ
の
う
ち
第
一
科
記
録
係
が

｢

法
律
勅
令
省
令
県
令
其
他
ノ
令
達
及
郡
役
所
�
達
他
官
衙
�
役
場
ノ

照
会
回
答
書
類
及
人
民
ヨ
リ
受
理
シ
タ
ル
書
類
等
編
纂
保
存
ノ
事｣

｢

記
録
目
録
調
製
ノ
事｣

｢

庁
中
�
記
録
ヲ
管
理
ス
ル
事｣

な

ど
、
戸
長
役
場
文
書
管
理
を
担
当
し
た
。｢

凡
ソ
調
理
済
ノ
文
書
ハ
各
係
ニ
於
テ
類
別
編
纂
シ
其
冊
首
ニ
目
録
ヲ
付
シ
毎
年
二
月

限
リ
前
一
ケ
年
分
ヲ
取
纏
メ
記
録
係
ヘ
回
付
ス
ヘ
シ｣

(

第
二
四
条)

と
、
主
務
係
が
類
別
編
纂
し
、
記
録
係
ヘ
回
付
し
て
集
中

管
理
し
た
。

同
年
七
月
に
熊
毛
郡
戸
長
集
会
に
諮
詢
し
て
決
定
し
た

｢

戸
長
役
場
処
務
規
程

(

�)｣

は
、
第
一
章

｢

職
制｣

、
第
二
章

｢

事
務
章

程｣

、
第
三
章

｢

文
書
取
扱
例｣

、
第
四
章

｢
文
書
例
式｣

の
全
四
章
四
六
条
の
構
成
と
し
、｢

宿
直
規
則｣

は
別
に
定
め
た
。
組

織
は
庶
務
掛
・
収
税
掛
の
二
掛
一
〇
科
を
置
い
た
。
庶
務
掛
庶
務
科
が
文
書
管
理
を
担
当
し
た
。｢

調
理
済
ノ
文
書
ハ
主
務
科
ニ

於
テ
記
録
類
別
方
法
ニ
拠
リ
順
次
編
纂
ス
ヘ
シ｣

(
第
三
七
条)

と
、
主
務
科
が
類
別
編
纂
し
た
。
町
村
ご
と
に
独
自
な
規
程
を

設
け
た
が
、
庶
務
科

(

係)

・
記
録
係
が
文
書
管
理
担
当
し
た
の
は
共
通
し
て
い
る
。

明
治
二
八
年

(

一
八
九
五)

一
一
月
二
六
日
に
山
口
県
が

｢
町
村
役
場
処
務
規
程
準
則｣

を
定
め
た

(｢

山
口
県
報｣)

。
全
二

〇
条
と
し
、
町
村
役
場
に
庶
務
掛
・
税
務
掛
の
二
掛
を
設
置
し
、
文
書
の
受
付
か
ら
処
理
、
発
送
、
保
存
お
よ
び
執
務
形
態
、
出

勤
簿
、
宿
直
な
ど
を
規
定
し
た
。
処
理
済
み
の
文
書
は

｢

類
別
編
綴
シ
毎
冊
首
ニ
索
引
目
次
ヲ
附
シ
テ
保
存
ス
ヘ
シ
、
但
其
ノ
軽

重
ヲ
考
量
シ
適
宜
保
存
年
限
ヲ
定
ム
ル
ヲ
得｣

(

第
一
二
条)

と
、
目
次
作
成
、
保
存
年
限
を
付
与
す
る
こ
と
に
し
た
。
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大
正
二
年

(

一
九
一
三)

三
月
二
二
日
に
山
口
県
は

｢

町
村
役
場
処
務
規
程
準
則｣

を
定
め
た

(｢

山
口
県
報｣)

。
第
一
章

｢
事
務
分
担｣

、
第
二
章｢

事
務
処
理｣

、
第
三
章｢

服
務｣

、
第
四
章｢

宿
直｣

の
全
四
章
二
八
条
の
構
成
で
あ
る
。
組
織
は
庶
務
・

勧
業
・
財
務
の
三
係
を
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
の
事
務
分
掌
を
定
め
た
。
稟
議
制
に
基
づ
い
て
の
事
務
処
理
方
法
を
定
め
、｢

主
任
者

ハ
其
ノ
保
管
ニ
係
ル
文
書
ヲ
左
ノ
如
ク
区
別
シ
テ
一
定
ノ
場
所
ニ
存
置
シ
常
ニ
其
ノ
所
在
及
区
別
ヲ
明
瞭
ニ
ス
ヘ
シ
、
一
調
査
中

ノ
文
書
、
二
照
会
中
ノ
文
書
、
三
完
結
ノ
文
書｣

(

第
一
四
条)

と
、
主
任
者
が
文
書
を
保
管
し
た
。｢

完
結
シ
タ
ル
文
書
ハ
文
書

保
存
規
程
ニ
従
ヒ
完
結
ノ
順
序
ニ
依
リ
其
ノ
種
類
及
保
存
年
限
等
ヲ
区
別
シ
テ
之
ヲ
編
纂
保
存
ス
ヘ
シ｣

(

第
一
五
条)

と
、
完

結
文
書
を

｢

文
書
保
存
規
程｣

に
よ
っ
て
編
纂
保
存
さ
せ
た
。

同
年
一
一
月
二
五
日
に
山
口
県
は

｢

市
役
所
町
村
役
場
文
書
保
存
規
程｣

を
定
め
た

(｢

山
口
県
報｣)

。
全
一
三
条
と
し
、
記

録
お
よ
び
簿
冊
の
分
類
名
称
を
一
定
に
し
、
み
だ
り
に
増
減
変
更
す
る
こ
と
を
禁
じ
た
。
完
結
文
書
は
分
類
に
従
っ
て
編
綴
し
、

保
存
年
限
を
永
年
保
存
、
五
年
保
存
の
二
種
類
と
し
、
そ
の
基
準
を
示
し
た
。
永
年
保
存
文
書
は
三
〇
年
を
経
過
し
た
時
点
で
見

直
す
こ
と
に
し
た
。
記
録
・
簿
冊
は
倉
庫
な
ど
火
災
の
お
そ
れ
の
な
い
場
所
に
、
分
類
ご
と
に
年
次
順
に
収
蔵
保
存
し
、
非
常
持

ち
出
し
の
文
書
九
件
を
指
定
し
、
毎
年
一
回
曝
乾
さ
せ
た
。
市
町
村
組
合
、
水
利
組
合
役
場
等
の
記
録
・
簿
冊
に
つ
い
て
は
こ
の

規
程
を
準
用
さ
せ
た
。

大
正
六
年

(

一
九
一
七)

六
月
一
五
日
に
山
口
県
は

｢
市
役
所
町
村
役
場
文
書
保
存
規
程｣

を
改
正
し

(｢

山
口
県
報｣)

、
保

存
年
限
を
永
年
保
存
、
五
年
保
存
に
一
〇
年
保
存
を
加
え
て
三
種
類
と
し
た
。

大
正
一
四
年

(

一
九
一
五)

一
月
に
施
行
し
た

｢

玖
珂
郡
町
村
役
場
処
務
規
程

(

�)｣

に
よ
れ
ば
、
庶
務
・
戸
籍
・
兵
事
・
勧
業
・

財
務
の
五
係
を
置
き
、
そ
の
う
ち
庶
務
係
の
事
務
分
掌
は

｢

文
書
ノ
収
受
発
送
及
保
存
ニ
関
ス
ル
事
項｣

と
簡
略
に
文
書
管
理
を

担
当
す
る
こ
と
を
掲
げ
、｢

完
結
ノ
文
書
ハ
主
務
者
ニ
於
テ
完
結
月
日
ノ
順
序
ニ
依
リ
其
ノ
種
類
及
保
存
年
限
ヲ
区
別
シ
直
ニ
所
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定
ノ
記
録
ニ
編
纂
ス
ヘ
シ｣

(

第
二
二
条)

と
、
完
結
文
書
を
主
務
者
が
類
別
編
纂
し
、
分
散
管
理
を
し
た
。

町
村
に
お
け
る
文
書
管
理
の
実
態
を
示
す
史
料
に
乏
し
く
、
断
片
的
に
確
認
で
き
た
規
程
類
か
ら
、
集
中
管
理
し
た
郡
役
所
管

内
に
お
い
て
も
戸
長
役
場
・
町
村
役
場
で
は
主
務
者
に
よ
る
分
散
管
理
を
実
施
し
、
文
書
管
理
に
つ
い
て
は
必
ず
し
も
第
一
次
監

督
官
庁
に
な
ら
う
こ
と
は
な
か
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。

ま
と
め
と
し
て

大
正
六
年

(

一
九
一
七)
に
群
馬
県
が

｢

郡
役
所
処
務
規
程｣

改
正
の
参
考
資
料
と
し
て
各
府
県
に
郡
役
所
規
程
類
を
照
会
し

た

(

�)

。
事
務
処
理
に
関
す
る
規
程
は
、
組
織
、
事
務
分
掌
、
職
務
権
限
を
規
定
し
た

｢

処
務
通
則｣

(

三
重
県
な
ど
三
県)

、
組
織
、

事
務
分
掌
を
規
定
し
た

｢

処
務
規
程｣
(

広
島
県
な
ど
一
三
府
県)

、
事
務
分
掌
、
事
務
処
理
方
法
を
規
定
し
た

｢

処
務
細
則｣

(

宮
城
県
な
ど
五
県)

が
あ
り
、｢

処
務
規
程｣
に
事
務
処
理
方
法
、
服
務
規
定
、
宿
直
規
定
、｢

処
務
細
則｣

に
服
務
規
定
、
宿

直
規
定
を
含
む
県
も
あ
る
。
そ
れ
以
外
に

｢

文
書
編
纂
規
程｣

を
設
け
て
い
る
県
が
あ
り
、
実
務
経
験
を
蓄
積
し
、
文
書
管
理
体

制
の
成
熟
が
予
想
さ
れ
る
大
正
期
に
な
っ
て
も
、
府
県
に
よ
り
規
程
の
構
成
は
多
様
で
あ
っ
た
。

そ
の
う
ち
郡
役
所
文
書
管
理
方
法
を
明
記
し
た
回
答
は
一
七
件
あ
り
、｢

文
書
ハ
総
テ
各
係
ニ
於
テ
編
綴
ス
ヘ
シ｣

(

大
阪
府
泉

南
郡)

の
よ
う
に
主
務
者
が
編
纂
し
保
存
し
、
分
散
管
理
す
る
の
が
一
〇
件

(

そ
の
う
ち
文
書
目
録
を
文
書
担
当
部
署
へ
送
付
す

る
の
が
一
件)

、｢

文
書
係
主
任
ハ
毎
年
完
結
書
類
ヲ
編
綴
シ
年
号
、
種
別
、
書
目
及
保
存
年
限
ヲ
記
載
シ
、
尚
ホ
一
年
保
存
以
外

ノ
文
書
ニ
ハ
索
引
ヲ
付
ス
ヘ
シ｣

(

高
知
県
幡
多
郡)

の
よ
う
に
、
文
書
担
当
部
署
が
文
書
を
保
存
し
、
集
中
管
理
す
る
の
が
七

件
で
あ
っ
た
。
郡
制
廃
止
が
議
論
さ
れ
は
じ
め
た
大
正
六
年
段
階
で
も
、
郡
役
所
文
書
管
理
方
法
は
不
統
一
で
あ
り
、
文
書
担
当
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部
署
が
集
中
管
理
す
る
事
例
も
あ
る
が
、
主
務
者
に
よ
る
分
散
管
理
が
や
や
多
か
っ
た
。

山
口
県
の
郡
役
所
は
明
治
三
八
年

(

一
九
〇
五)

に
文
書
掛
が
文
書
を
集
中
管
理
す
る
郡
役
所
が
多
く
な
り
、
主
務
者
に
よ
る

分
散
管
理
が
や
や
多
い
と
い
う
全
国
的
な
傾
向
の
な
か
で
は
、
少
数
派
の
事
例
に
属
す
る
と
い
え
よ
う
。
山
口
県
庁
に
よ
る
集
中

管
理
体
制
の
採
用
が
影
響
を
与
え
た
と
思
わ
れ
る
。
郡
役
所
も
山
口
県
庁
の
文
書
管
理
方
法
を
採
用
せ
ず
、
独
自
の
方
式
を
採
っ

て
い
た
が
、
明
治
三
八
年
か
ら
大
正
三
年

(

一
九
一
四)

に
か
け
て
標
準
化
が
実
現
し
た
。
し
か
し
、
町
村
役
場
で
は
主
務
者
に

よ
り
分
散
管
理
が
一
般
的
な
よ
う
で
あ
り
、
山
口
県
内
の
す
べ
て
の
公
文
書
管
理
体
制
が
県
庁
方
式
を
採
用
し
た
の
で
は
な
く
、

大
正
期
に
な
っ
て
も
県
、
郡
は
類
似
の
体
制
に
な
っ
た
が
、
町
村
は
多
様
な
文
書
管
理
体
制
を
維
持
し
て
い
た
。

注

(

１)

水
野
保｢

明
治
期
地
方
官
に
お
け
る
文
書
管
理
制
度
の
成
立｣

、
水
口
政
次｢

都
道
府
県
に
お
け
る
文
書
保
存
・
利
用
の
現
状
と
課
題｣

、

安
藤
正
人
・
青
山
英
幸
編
著

『

記
録
史
料
の
管
理
と
文
書
館』

北
海
道
大
学
図
書
刊
行
会
、
一
九
九
六
年
所
収
。

(

２)

丑
木

『

近
代
日
本
の

｢

公｣

と

｢

私｣

―
公
文
書
の
成
立
―』

総
合
研
究
大
学
院
大
学
日
本
文
学
研
究
専
攻
、
二
〇
〇
七
年
、
小
風
秀

雅

｢

近
代
の
企
業
記
録｣

、
国
文
学
研
究
資
料
館
史
料
館
編

『

ア
ー
カ
イ
ブ
ズ
の
科
学』

下
巻
、
柏
書
房
、
二
〇
〇
三
年
所
収
。

(

３)

丑
木

『

郡
役
所
文
書
の
基
礎
的
研
究』

科
学
研
究
費
補
助
金
研
究
成
果
報
告
書
、
二
〇
一
二
年
。
三
重
県
は
丑
木

｢

近
代
郡
役
所
文
書

の
基
礎
的
研
究
―
三
重
県
に
お
け
る
郡
役
所
文
書
の
管
理
―｣

(『

別
府
大
学
大
学
院
紀
要』

第
一
五
号
、
二
〇
一
三
年)

、
島
根
県
は
同

｢

隠
岐
地
方
に
お
け
る
文
書
管
理｣

(『

別
府
大
学
紀
要』

第
五
四
号
、
同
年)

参
照
。

(

４)

山
崎
一
郎

｢

明
治
〜
昭
和
戦
前
期
、
山
口
県
庁
に
お
け
る
旧
藩
記
録
の
保
存
と
利
用
―
毛
利
家
文
庫
と
県
庁
伝
来
旧
藩
記
録
―｣

『

山

口
県
史
研
究』

第
九
号
、
二
〇
〇
一
年
。
同｢

明
治
〜
昭
和
戦
前
期
に
お
け
る
萩
藩
勘
場
文
書
と
郡
役
所
文
書
の
保
存
と
伝
来
に
つ
い
て｣

『

歴
史
学
研
究』

七
九
〇
、
二
〇
〇
四
年
。
同

｢

安
藤
紀
一

『

旧
郡
衙
記
録
保
存
之
件
建
議』

―
大
正
十
五
年
の
郡
役
所
廃
止
時
に
お
け
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る
文
書
保
存
の
要
望
書
―｣

(『

山
口
県
文
書
館
研
究
紀
要』

第
三
三
号
、
二
〇
〇
六
年
。

(

５)

山
口
県
文
書
館
所
蔵

｢

廻
達
録｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
一
六
九
五
、
以
下
本
稿
で
使
用
す
る
史
料
は
同
館
所
蔵
で
あ
る
。
た
だ
し
、

明
治
三
六
年
以
後

｢

山
口
県
報｣

は
県
立
山
口
図
書
館
所
蔵
。
な
お
、
本
稿
で
は
規
程
類
を
検
討
し
て
い
る
が
、
規
程
と
実
態
と
の
乖
離

の
解
明
は
大
き
な
研
究
課
題
で
あ
る
。

(

６)
｢

職
制
章
程
�
沿
革｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
七
八
。
伊
藤
一
晴

｢

明
治
期
山
口
県
庁
に
お
け
る
文
書
保
存
規
程｣

『

山
口
県
文
書
館
研

究
紀
要』
第
二
七
号
、
二
〇
〇
〇
年
。

(

７)
｢

処
務
細
則
及
文
書
取
扱
一
件
綴｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
八
七
。

(

８)

前
掲

(

注
６)
伊
藤
一
晴
論
文
。

(

９)

同
注
７
。

(

10)

前
掲

(

注
６)

伊
藤
一
晴
論
文
。

(

11)
｢

処
務
細
則
及
文
書
取
扱
一
件｣
史
料
番
号
戦
前
総
務
Ｂ
一
九
〇
。

(

12)
｢

郡
制
事
務
布
達
並
達
原
稿｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
七
四
〇
。

(

13)
｢

郡
区
役
所
事
務｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
七
五
八
。

(

14)
｢

郡
区
役
所
事
務｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
七
五
九
。

(

15)
｢

山
口
県
布
達
達
書｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
九
七
。

(

16)
｢

職
制
章
程
�
沿
革｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
七
八
。

(

17)

中
野
目
徹
・
熊
本
史
雄
編

『

近
代
日
本
公
文
書
管
理
制
度
史
料
集
中
央
行
政
機
関
編』

二
〇
〇
九
年
、
岩
田
書
院
。

(

18)
｢

郡
区
役
所
処
務
細
則｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
七
五
五
。

(

19)
｢

山
口
県
布
達
達
書｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
一
八
九
。

(

20)
｢

山
口
県
布
達
達
書｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
一
八
八
。
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(

21)
｢

山
口
県
布
達
達
書｣

戦
前
総
務
Ａ
二
四
九
。

(

22)
｢

明
治
二
十
八
年

郡
務
監
督

郡
役
所
記
録
分
類
方
法
郡
長
上
申｣

史
料
番
号
戦
前
Ｂ
一
一
〇
九
。
な
お
、
山
口
県
の
郡
制
廃
止
に

つ
い
て
は
岡
本
健
一
郎

｢

大
正
期
山
口
県
に
お
け
る
郡
制
廃
止
と
地
域
再
編
成｣

『

山
口
県
史
研
究』

第
一
三
号
、
二
〇
〇
五
年
参
照
。

(

23)
｢

郡
務
監
督

郡
役
所
処
務
細
則｣

史
料
番
号
戦
前
Ａ
総
務
七
五
七
。

(

24)
｢

郡
役
所
庶
務｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
七
八
二
。

(

25)
｢

郡
役
所
処
務｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
七
七
三
、
七
七
四
。

(

26)
｢

山
口
県
布
達
達
書｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
六
五
。

(

27)

同
注
15
、｢

郡
区
役
所
事
務｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
八
九
。

(

28)
｢

戸
長
役
場
事
務｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
九
五
四
。

(

29)
｢

郡
区
役
所
処
務
細
則｣
史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
七
五
五
。

(

30)
｢

戸
長
役
場
事
務｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
九
五
七
。

(

31)
｢

郡
市
町
村
監
督｣

史
料
番
号
戦
前
総
務
Ａ
一
〇
八
五
。

(

32)
｢

大
正
六
年
各
府
県
郡
役
所
処
務
規
程｣
文
書
番
号
大
三
四
三
、
群
馬
県
立
文
書
館
所
蔵
、
丑
木
前
掲
注
３

『

郡
役
所
文
書
の
基
礎
的

研
究』

収
録
。
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